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○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の変更 

       （諸般の報告） 

 日程第 ３ 議案第１１号～議案第２３号 
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     ９番 藤 原 公 一 君     １０番 坂 田 美栄子 君 

 副議長１１番 岡 本 美代子 君     １２番 上 杉 晃 央 君 
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○欠席議員 

なし 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員 

  美 幌 町 長        平 野 浩 司 君 
教 育 委 員 会        
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矢 萩   浩 君 

  監 査 委 員  髙 木   清 君 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員 
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  事務連絡室長        志 賀   寿 君   会 計 管 理 者        武 田 孝 司 君 

  総 務 主 幹        関   弘 法 君   防災危機管理主幹 河 端   勲 君 

  まちづくり主幹        田 中 三智雄 君   政 策 主 幹 後 藤 秀 人 君 

  財 務 主 幹        中 尾   亘 君   契約財産主幹        大 場 正 規 君 

  税 務 主 幹        片 平 英 樹 君   環境生活主幹        渡 辺 靖 行 君 

  児童支援主幹        小 室 秀 隆 君   福 祉 主 幹        影 山 俊 幸 君 

  健康推進主幹        大 場 圭 子 君   農 政 主 幹        佐々木   斉 君 

  みらい農業センター主幹 午 来   博 君   耕地林務主幹        中 沢 浩 喜 君 
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  社会教育主幹 露 口 哲 也 君   スポーツ振興主幹 浅 野 謙 司 君 

  博 物 館 主 幹 鬼 丸 和 幸 君   農業委員会事務局長 酒 井 祐 二 君 
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       午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。

定足数に達しておりますので、これから令

和２年第１回美幌町議会定例会第３日目の

会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、３番大江道男さん、４番髙

橋秀明さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の変更 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

変更についてを議題とします。 

 昨日、議会運営委員会を開きましたので、

委員長から報告を求めます。 

 １２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） 昨日、３月４日

に議会運営委員会を開催しましたので、そ

の内容と結果について報告します。 

 第３日目、５日以降の会期日程を変更し、

第２日目、４日及び第３日目、５日に予定

していた一般質問の前に第４日目、６日に

予定の令和２年度関連議案を繰り上げます。 

 したがって、第３日目、５日は、令和２

年度関連議案の説明を受けます。 

 第４日目、６日は、開会後本会議を休憩

し、各議員が議案の疑問点整理を行います。 

 第５日目、７日土曜日及び第６日目、８

日日曜日は、休日休会となります。 

 第７日目、９日は、開会後本会議を休憩

し、第４日目に引き続き、各議員が議案の

疑問点整理を行います。 

 第８日目、１０日及び第９日目、１１日

は、各議員が議案の疑問点を整理し資料を

要求したものに対して関係部局が資料を作

成するため、議決休会とします。 

 第１０日目、１２日及び第１１日目、１

３日は、令和２年度関連議案の質疑を行い

ます。 

 第１２日目、１４日土曜日及び第１３日

目、１５日日曜日は、休日休会となります。 

 第１４日目、１６日から第１６日目、１

８日は、第１１日目に引き続き、令和２年

度関連議案の質疑を行います。 

 質疑終了後、本会議を休憩し、会派等に

よる審議を行います。その後、本会議を再

開し、令和２年度関連議案の評決を行った

後、第２日目、４日に予定していた一般質

問を行うこととし、馬場博美さん、松浦和

浩さん、伊藤伸司さん、木村利昭さん、上

杉晃央の５名を予定しています。 

 第１７日目、１９日は、前日に引き続き

一般質問を行い、坂田美栄子さん、稲垣淳

一さん、岡本美代子さん、髙橋秀明さん、

大江道男さんの５名を予定しています。 

 第１８日目、２０日金曜日から、第２０

日目、２２日日曜日は、休日休会となりま

す。 

 第２１日目、２３日は、先に報告のとお

り、団体から陳情・要請を４件受理してい

ますので、その取り扱いについて報告しま

す。 

 以上のとおり審議を進めることとし、会

期を３月３日から３月２３日までの２１日

間に延長しますが、議案審議の進行状況に

よっては、日程を順次繰り上げるなど調整

することもありますので、御承知おき願い

ます。 

 以上、議員各位及び説明員の御理解と御

協力をお願いして、議会運営委員会委員長

としての報告といたします。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、本定例会の会期を３月

２３日までの２１日間に延長し、疑問点整

理及び資料作成に要する日程確保のため、

３月１０日から３月１１日までの２日間を
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休会とすることについてを採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 議会運営委員会委員長の報告のとおり決

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、会期は３月２３日までの２

１日間に延長し、３月１０日から１１日ま

での２日間を休会とすることに決定しまし

た。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を事務

局長からさせます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については、省略させていただき

ます。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明につきましては、第１

日目と同様でありますので、御了承願いま

す。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 議案第１１号から 

      議案第２３号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 議案第

１１号美幌町債権管理条例の一部を改正す

る条例制定についてから議案第２３号令和

２年度美幌町病院事業会計予算についてま

での１３件を議題といたします。 

 順次、提案者から説明を求めます。 

 説明に当たっては、簡潔に要点を得た説

明を願います。また、説明者は着席のまま

での説明を許します。 

 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） ただいま、議

長から着座しての議案説明につきまして御

配慮を賜りましたので、大変失礼かと存じ

ますが、議案第１１号以降につきましては、

着座しての議案説明とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案書の１６９ページになり

ます。 

 議案第１１号美幌町債権管理条例の一部

を改正する条例制定について御説明を申し

上げます。 

 美幌町債権管理条例の一部を改正する条

例を次のように制定しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の９ペー

ジをお開き願います。 

 資料５、議案第１１号関係。 

 改正目的でありますが、民法の一部を改

正する法律が本年４月１日に施行され、法

定利息が見直しとなることから、所要の改

正を行うものでございます。 

 改正内容でありますが、１点目として、

法定利息の見直しになります。 

 民法に定める法定利息が現行の年５％か

ら本年４月１日以降は年３％に改正され、

その後におきましては、３年ごとに見直し

となる変動制が導入されることになります。

このため、条例に規定する私債権の遅延損

害金計算に係る割合につきまして、現行の

年５％から民法第４０４条に規定する法定

利息へ改正いたします。 

 ２点目といたしまして、附則において適

用区分を定めます。 

 本年４月１日前に生じた遅延損害金の債

権につきましては、改正後の法定利息を適

用せず、従前の例によることを附則に定め

ます。 

 根拠法令等は民法、施行日は令和２年４

月１日でございます。 

 なお、参考資料１０ページに新旧対照表

を掲載しておりますので、御参照いただけ

ればと思います。 

 以上、議案第１１号について御説明をい

たしました。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 続きまして、
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議案の１７０ページをお開きください。 

 議案第１２号美幌町一時預かり事業の実

施に関する条例の一部を改正する条例制定

について御説明いたします。 

 美幌町一時預かり事業の実施に関する条

例の一部を改正する条例を次のように制定

しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１１ページ

をお開きください。 

 資料６、議案第１２号関係。 

 条例名は省略させていただきます。 

 改正の目的でありますが、現在実施して

いる一時預かり事業に関して、町民のニー

ズに応じ、事業内容及び対象児童の拡大等

を図るため、条例の一部を改正するもので

す。 

 改正内容につきましては、１点目として、

保護者の疾病、入院等による緊急保育事業

について、現在の１か月１２日以内で年度

内の限度が３６日というものを、１か月２

２日以内で年度内の限度を６６日に拡大す

るものであります。 

 ２点目としては、現在は、ただいま御説

明いたしました保護者の疾病や入院等で一

時的な保育を行う緊急保育事業と、保護者

の就労により一時的な保育を行う非定型的

保育事業がありますが、新たに保護者の育

児に伴う心理的または肉体的負担等の私的

理由により、一時的な保育を行う私的理由

による保育事業を追加するものです。 

 ３点目としては、対象児童年齢の引下げ

を行うもので、満１歳以上から満６か月以

上とするものです。 

 ４点目としては、現在、二つの利用区分

となっているものを四つに細分化し、利用

実態に合った料金体系とすることで経済的

負担の軽減を図るものです。 

 新旧対照表は、１２、１３ページを御参

照願います。 

 根拠法令等は、児童福祉法及び児童福祉

法施行規則で、施行日は令和２年４月１日

でございます。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願い致します。 

 続きまして、議案の１７１ページをお開

きください。 

 議案第１３号美幌町放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定について御

説明申し上げます。 

 美幌町放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を次のように制定しようとす

る。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１４ページ

をお開きください。 

 資料７、議案第１３号関係。 

 条例名は省略させていただきます。 

 改正の目的でありますが、国の放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準の一部改正に伴い、同基準に準じて条例

の一部を改正するものであります。 

 改正内容につきましては、１点目として、

省令の改正による条項ずれの改正でありま

す。 

 ２点目としては、条例附則２に規定され

ている放課後児童支援員の研修修了に関す

る経過措置の期間を５年間延長するもので、

平成３２年３月３１日を令和７年３月３１

日へ改正するものです。 

 新旧対照表は、１５ページでございます。 

 根拠法令等は、児童福祉法及び放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準で、施行日は令和２年４月１日からであ

ります。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） 続きまし

て、議案１７２ページをお開き願います。 

 議案第１４号美幌町営住宅管理条例の一

部を改正する条例制定について御説明申し



 

－ 88 － 

上げます。 

 美幌町営住宅管理条例の一部を改正する

条例を次のように制定しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１６ページ

をお開き願います。 

 資料８、議案第１４号関係であります。 

 改正目的でありますが、民法の債権関係

の規定が見直されることと、社会情勢の変

化に伴い、身寄りのない高齢者等が増加し

ている現状を考慮し、保証人制度を廃止す

るため、条例の一部を改正しようとするも

のであります。 

 改正内容につきましては、町営住宅入居

に際しての連帯保証人制度を廃止し、条例

から削除しようとするものであります。今

後、単身高齢者等の増加が見込まれる中、

保証人の確保がより一層困難になることが

懸念されることから、公営住宅の本来の目

的である住宅確保配慮者の入居の妨げにな

らないように、連帯保証人制度を廃止する

ものでございます。 

 根拠法令につきましては、記載のとおり

であります。 

 施行日は、令和２年４月１日であります。 

 なお、参考資料の１７ページに改正に関

する新旧対照表を添付しておりますので、

御参照願いたいと思います。 

 また、連帯保証人制度廃止後の対応とし

ては、入所者不在における住居の維持管理

等の支障が生じない場合に、緊急連絡が取

れるよう、緊急連絡人に届出を求めるもの、

単身入居者に限り病気等により自立生活が

極めて困難になった場合の身柄の引取りや、

失踪または死亡した場合の関係機関への届

出及び住宅の明渡しに関する手続を代行で

きる身元引受人の届出を求めるものとし、

美幌町営住宅管理条例施行規則の一部改正

を予定しております。 

 以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（田村圭一君） 議案書の１７

３ページをお開き願います。 

 議案第１５号について御説明を申し上げ

ます。 

 議案第１５号美幌町スポーツ施設条例の

一部を改正する条例制定について。 

 美幌町スポーツ施設条例の一部を改正す

る条例を次のように制定しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１８ページ

をお開きください。 

 資料９、議案第１５号関係。 

 条例名は省略させていただきます。 

 改正の目的でございますが、現在、建築

工事中の美幌町屋内多目的運動場が本年１

１月１日に新築オープンを予定しているこ

とから、美幌町スポーツ施設条例に美幌町

屋内多目的運動場を加え、その使用時間、

使用料金などを設定するものでございます。 

 改正の内容でございます。 

 １点目は、美幌町屋内多目的運動場、サ

ニーセンターと愛称が決まりましたので、

美幌町スポーツ施設条例に新たに加えるも

のでございます。 

 ２点目は、屋内多目的運動場の使用料金

などを設定するもので、別表第４に美幌町

屋内多目的運動場、サニーセンターの使用

料を加えるものでございます。 

 使用料金につきましては、既存のスポー

ツセンター、あさひ体育センターの料金を

基に、近隣の類似施設との比較もしながら

設定したところでございます。 

 使用時間につきましては、午前が午前９

時から正午まで、午後が午後１時から午後

４時３０分まで、夜間が午後５時から午後

９時までとしております。 

 備考欄につきましては、団体使用及び暖

房期間中の使用料の取扱い、小中学生及び

高校生などの使用料などの取扱いのほか、

使用料の端数処理、個人３か月通用定期券

の取扱いに関して規定をしたものでござい

まして、小中学生及び高校生並びにこれら
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に準ずる者からは、他の屋内スポーツ施設

と同様に使用料を徴しないこととして規定

しているところでございます。 

 １９ページをお開きください。 

 ３点目の施行期日及び使用申請等予約受

付業務につきましては、屋内多目的運動場

のオープン前におきましても使用申請を受

け付ける必要がございますので、準備行為

として行うことができることとして、附則

に規定をしたものでございます。 

 ４点目につきましては、関連条例の改正

ということで、今回の改正により、個人３

か月通用定期券を共通使用できる施設が増

えることから、関連条例を併せて改正する

ものでございまして、美幌町コミュニティ

センター条例の一部を改正するものでござ

います。 

 施行日につきましては、令和２年１１月

１日でございます。 

 なお、参考資料の２０ページから２４ペ

ージにつきましては、条例改正に伴う新旧

対照表となっておりますので、御参照願い

ます。 

 以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 続きまして、

議案書の１７７ページになります。 

 議案第１６号令和２年度美幌町一般会計

予算について御説明いたしますので、別冊

の令和２年度各会計予算書を御覧いただき

たいと存じます。 

 予算書の５ページをお開き願います。 

 令和２年度美幌町一般会計予算について

御説明を申し上げます。 

 令和２年度美幌町の一般会計の予算は、

次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ１４０億５,２３１万円と定める。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げます。 

 債務負担行為。 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定に

より債務を負担する行為をすることができ

る事項、期間及び限度額は、第２表、債務

負担行為で御説明申し上げます。 

 地方債。 

 第３条、地方自治法第２３０条第１項の

規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法は、第３表、地方債により御説

明いたします。 

 一時借入金。 

 第４条、地方自治法第２３５条の３第２

項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、３８億円と定めるものでございます。 

 それでは、債務負担行為から御説明をい

たしますので、予算書の１１ページをお開

き願います。 

 第２表、債務負担行為でございます。 

 債務負担行為につきましては、数年度に

及んで債務を負担する契約を締結するなど、

将来にわたって財政負担を設定するもので、

令和２年度以降における支払いにつきまし

て、その期間、限度額を定めるものでござ

います。 

 １段目から３段目までは、いずれも役場

庁舎改築に伴う委託業務となります。 

 工期は令和３年２月１５日でございます

が、完成後、移転準備に向けた作業に入る

ことになります。行政サービスに支障を来

さぬよう、移転作業に当たりましては短期

間で行う必要がございますので、職員で対

応できない業務について委託をするもので

ございます。 

 １段目の役場庁舎移転業務委託料につい

て、期間は令和２年度から令和３年度まで、

限度額は１,３８３万５,０００円。現庁舎

から新庁舎へと大型の備品類を移転するた

めの業務になります。 

 ２段目の役場庁舎電算機器移設業務委託

料について、期間は令和２年度から令和３

年度まで、限度額は８１９万５,０００円。
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庁舎移転に伴いまして必要となる電算機器

の移設業務を委託するものであります。 

 ３段目の役場庁舎構内情報環境整備業務

委託料につきましては、期間は令和２年度

から令和３年度まで、限度額は１５６万４,

０００円。 

 こちらの業務につきましては、電算サー

バーの移設を短期間で行う際にシステム障

害の発生リスクを回避するため、現庁舎と

新庁舎をＬＡＮケーブルで結び、動作環境

を検証するための業務になります。 

 次の防災行政無線デジタル化整備工事監

理業務委託料と、その下の防災行政無線デ

ジタル化整備工事の２件につきましては、

アナログ方式の電波が令和４年１１月をも

って規格不適格となることから、防災行政

無線をデジタル方式へ移行するための工事

に係る債務負担行為の設定になります。 

 期間、限度額につきましては、それぞれ

記載のとおりでございます。 

 次に、北海道総合行政情報ネットワーク

設備移設工事について、期間は令和２年度

から令和３年度まで、限度額は１,２４６万

３,０００円です。 

 北海道が事業主体となる総合行政情報ネ

ットワーク更新整備工事につきまして、令

和２年度末までに実施されることになりま

すが、完了後、ネットワーク設備を新庁舎

へと移設するための工事となります。 

 次に、固定資産現況システム機器借上料

について、期間は令和２年度から令和６年

度まで、限度額は２４２万９,０００円です。 

平成２７年度に導入いたしました固定資産

現況システムの機器更新に係る借上料にな

ります。 

 次に、道営土地改良事業中央美和地区分

担金について、期間は令和２年度から完了

年度まで、限度額は土地改良法に基づく負

担金額となります。 

 中央美和地区において新たに道営土地改

良事業を実施いたしますが、受益戸数は４

１戸、受益面積は４２３ヘクタール。事業

内容につきましては、農業用排水施設、区

画整理、暗渠、客土を予定してございます。 

 一番下の電子計算機借上料について、期

間は令和２年度から令和７年度まで、限度

額は２,１１１万７,０００円です。 

 図書館において平成２６年度に導入をい

たしました電子計算機の機器更新に係る借

上料でございます。 

 次に、地方債について御説明をいたしま

すので、１２ページをお開き願います。 

 第３表、地方債でございます。 

 地方債につきましては、事業の実施に要

する財源の一部を地方債に求めるものでご

ざいます。 

 １段目の緊急防災・減災事業につきまし

て、限度額は２億５,０６０万円になります。 

 防災行政無線のデジタル化に向けた更新

工事及び工事監理業務委託のほか、北海道

が実施する総合行政情報ネットワーク更新

整備工事に係る市町村負担金の財源を地方

債に求めます。 

 起債の名称は、緊急防災・減災事業債、

充当率は１００％、元利償還金の７０％が

普通交付税において措置されることになり

ます。 

 ２段目の役場庁舎改築等事業について、

限度額は１４億４,１４０万円です。 

 令和３年度の供用開始に向け、庁舎改築

に伴う建築主体、電気設備、機械設備の各

工事費及び工事監理業務委託などの財源を

地方債に求めるもので、起債の名称は、防

災・減災・国土強靱化緊急対策事業債及び

公共施設等適正管理推進事業債であります。 

 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債

の充当率は１００％、元利償還金の５０％

が普通交付税で措置され、公共施設等適正

管理推進事業債の充当率は９０％、うち７

５％に対しまして、元利償還金の３０％が

普通交付税で措置されます。 

 次に、３段目の認定こども園改築補助事

業について、限度額は３,１６０万円です。 

 私立幼稚園の園舎改築に伴う補助金の財
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源を地方債に求めるもので、起債の名称は

過疎債のハード、充当率は１００％、元利

償還金の７０％が普通交付税で措置されま

す。 

 次に、医療従事者就業支援等補助事業に

ついて、限度額は１,０００万円です。 

 医療従事者の確保を目的とした事業で、

一定の要件を満たす方に住宅準備及び就業

支援に係る補助金を交付するものでござい

ます。 

 起債の名称は過疎債ソフト、充当率は１

００％、元利償還金の７０％が普通交付税

で措置されます。 

 次に、水道施設等耐震化事業、限度額は

４,３３０万円になります。 

 耐震不足が明らかになった水道施設の耐

震補強を行うもので、国の生活基盤施設耐

震化等交付金を活用し、水道事業会計にお

いて、日並浄水場耐震補強工事及び基幹管

路配水管更新工事を実施いたします。 

 補助残の４分の１を一般会計からの出資

金で措置をいたします。 

 起債の名称は一般会計出資債、充当率は

１００％、元利償還金の５０％が普通交付

税で措置されます。 

 次に、農業生産基盤整備事業、限度額は

２,１８０万円です。 

 豊栄、稲都福梅、豊高第２、田中第２、

中央美和地区における道営土地改良事業の

地元負担分の財源を地方債に求めます。 

 起債の名称は、過疎債のソフト及び辺地

債になります。辺地債の充当率は１００％、

元利償還金の８０％が普通交付税で措置さ

れます。 

 次に、国営かんがい排水整備事業、限度

額は３,５５０万円です。 

 国営美女地区かんがい排水事業における

地元負担分の財源を地方債に求めるもので、

過疎債ハードの申請を予定しております。 

 次に、木質ペレットストーブ購入促進事

業、限度額は２４０万円です。 

 木質ペレットストーブを購入される方に

対して、４０万円を上限に購入費用の３分

の２を補助するもので、過疎債ソフトの申

請を予定しております。 

 次に、町内消費喚起プレミアム商品券発

行事業、限度額は８４０万円になります。 

 消費喚起と子育て世帯の生活支援を目的

にプレミアム商品券を発行する事業であり、

過疎債ソフトの申請を予定しております。 

 このページの一番下の起業家支援事業、

限度額は４７０万円です。 

 町内で起業される方に対して、起業に必

要な経費を補助することにより、雇用の創

出と地域経済の活性化を図るものであり、

過疎債ソフトの申請を予定しております。 

 次に、１３ページになります。 

 １段目の町道整備事業、限度額は２億１,

２４０万円になります。 

 国の社会資本整備総合交付金により実施

をいたします東雲橋補修工事及び第２６２

号道路改良工事の補助残と、町の単独事業

として実施する道路整備８路線につきまし

て、その財源を地方債に求めるものであり

ます。 

 過疎債のハード、ソフトの申請をそれぞ

れ予定しております。 

 ２段目の除雪トラック整備事業、限度額

は５,０７０万円になります。 

 平成６年に購入いたしました除雪トラッ

クを更新するもので、辺地債の申請を予定

しております。 

 次に、公共サイン整備事業、限度額は１,

３２０万円です。 

 公共施設への誘導看板を整備するもので、

過疎債ソフトの申請を予定しております。 

 次に、住宅リフォーム促進補助事業、限

度額は３,６３０万円になります。 

 住環境の整備と地域経済の活性化を目的

に、５０万円以上の住宅リフォーム工事に

対して工事費の２０％を補助する事業であ

り、新年度においては１００件の申請を見

込んで、過疎債ソフトの申請を予定してお

ります。 
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 次に、少人数学級推進事業、限度額は５

７０万円です。 

 学習環境の充実を図るため、小学校の全

学年において３５人以下の学級編制を実現

しようとするもので、新年度においては期

限付教員１名を配置するため、過疎債ソフ

トの申請を予定しております。 

 次に、学校給食施設整備事業、限度額は

６７０万円です。 

 平成９年に整備をいたしました学校給食

センターの冷却塔を更新するもので、過疎

債ハードの申請を予定しております。 

 次に、屋内多目的運動場建設事業、限度

額は４億９,５６０万円です。 

 本年１１月の供用開始に向けまして、屋

内多目的運動場の整備に係る建築主体、電

気設備、機械設備の各工事費の財源を地方

債に求めます。過疎債ハードの申請を予定

しております。 

 最後に、臨時財政対策債、限度額は２億

４,３４０万５,０００円になります。 

 臨時財政対策債につきましては、地方交

付税の不足分の一部を地方債へ振りかえる

制度であり、充当率は１００％、元利償還

金の全額が普通交付税で措置されます。 

 以上のとおり、令和２年度に借入れを行

います地方債の総額は、２９億１,３７０万

５,０００円を見込んでおります。 

 次に、歳出について御説明いたしますの

で、７８、７９ページをお開きいただきた

いと思います。 

 それでは、歳出について御説明を申し上

げます。 

 １款議会費、予算額は８,２０６万８,０

００円でございます。 

 議会運営事務につきましては、議員活動

と事務局運営に係る経費を予算計上してお

りますが、前年度と大きく変更となる点は

ございません。 

 続いて、８０、８１ページを御覧いただ

きたいと思います。 

 ２款総務費、予算額は３２億６,０５６万

８,０００円。 

 庁舎改築事業により、前年度から２５億

７,８００万円余りの大幅増となります。 

 １項、１目一般管理費、１、総務事務に

つきましては、前年度と大きな変更はござ

いません。 

 中ほどになります。 

 ２の人事管理事務、６行目の特別旅費９

６万７,０００円のうち、６０万４,０００

円につきましては、北海道後期高齢者医療

広域連合及び北海道へ派遣する職員２名の

赴任旅費として計上しています。 

 次に、８２、８３ページになります。 

 中ほどから下になります。 

 ７、職員研修事業、負担金、職員研修負

担金４３万１,０００円のうち、９万１,０

００円につきましては、北見地域定住自立

圏構想に基づき、１市４町において開催を

予定しております合同研修会の開催に関わ

る美幌町の負担金となります。９万１,００

０円を計上してございます。 

 次に、８４、８５ページになります。 

 ２目広報広聴費、１、広報事業、４行目

の通信運搬費５８万３,０００円につきまし

ては、テレビの地上デジタル放送を活用し

て行政情報を発信する地デジ広報サービス

利用料になります。 

 概要でありますが、テレビのリモコンの

ｄボタンを押すと簡単にアクセスができる

ことになりますので、美幌町の最新の行政

情報を発信できるほか、災害発生時におい

ては、情報ツールとしての活用も考えてい

きたいと思っております。 

 このページの下にあります、４目財産管

理費、１、庁舎管理事業、次のページの８

６、８７ページをお開きいただきたいと思

います。 

 上から８行目、庁用備品７４１万９,００

０円でありますが、こちらにつきましては、

高速カラープリンター複合機２台を更新し

ようとするものであります。 

 その下の２の庁舎改築等事業２５億１,７
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５０万３,０００円でありますが、昨年の８

月に工事契約を締結し、現在、建設工事を

進めております役場庁舎改築に係る予算計

上になります。 

 業務等委託料につきまして、上段から三

つ目までの委託料につきましては、債務負

担行為の継続分であり、２年目の予算を措

置してございます。 

 委託料の四つ目、役場庁舎電算機器移設

業務委託料につきましては、ネットワーク

環境の設計、サーバー設置、ＬＡＮ配線工

事など、電算システム周辺機器の移設、設

置、動作確認に要する業務について委託し

ようとするものであります。 

 その下の五つ目、役場庁舎構内情報環境

整備業務委託料につきましては、庁舎移転

に伴う電算サーバーの移設を短期間で行う

際、システム障害の発生リスクを回避する

ために、新庁舎と旧庁舎をＬＡＮケーブル

で結ぶ仮設備を設け、動作環境を検証する

ための業務委託になります。 

 その下の六つ目、役場旧庁舎解体除却実

施設計業務委託料は、新庁舎移転後、速や

かに旧庁舎を解体除却し、車庫や駐車場な

どの外構工事を行うための委託業務になり

ます。 

 庁用備品１億４,０１８万４,０００円及

び機械器具６７６万９,０００円につきまし

ては、新庁舎で使用する備品を購入するた

めの予算計上になります。 

 主に机や椅子、会議テーブル、カウンタ

ーなどの事務機器のほか、応接セットや書

棚、テレビ、パーティション、ロッカーな

どを整備いたします。 

 役場庁舎建設工事の工期につきましては、

令和３年２月１５日までとなります。その

後、移転準備に向けた作業に入り、備品等

の搬入、電算機器の移設準備を行い、ゴー

ルデンウイーク期間中に旧庁舎からの備品

等移設、電算機器の切替え、窓口サービス

の準備などを行い、連休明けの５月６日に

は新庁舎において業務を開始できるように

進めてまいりたいと考えているところであ

ります。 

 次に、３、町有財産管理事業の４行目、

修繕料３８９万３,０００円のうち、５１万

６,０００円につきましては、公用車運転時

における安全を確保するため、公用車にド

ライブレコーダーを設置するための経費と

して計上しております。５１万６,０００円

になります。 

 今年度は、主に町外を走行することの多

い公用車９台にドライブレコーダーを設置

いたします。 

 次に、８８、８９ページになります。 

 上から６行目、車両の４５６万２,０００

円の計上になりますが、こちらにつきまし

ては、公用車の年次的な更新を図るもので、

新年度は、ライトバン２台を更新する予定

であります。 

 続いて、５目企画費、１、政策推進事業

であります。 

 まず、３行目の事務事業協力報償１,５０

５万円でありますが、こちらにつきまして

は、新年度のふるさと寄附金を４,３００万

円と見込み、寄附者に対するお礼の品代と

発送代金といたしまして、１,５０５万円を

計上してございます。 

 このページの広告料９０万円につきまし

ては、地域おこし協力隊の求人広告を行う

際の広告料として、２回分を計上しており

ます。 

 その下の手数料１７１万８,０００円であ

りますが、こちらの手数料につきましては、

ふるさと寄附金におけるポータルサイトの

利用及びクレジット決済に関わる利用手数

料になります。 

 業務等委託料、４行目のふるさと寄附金

募集受付業務委託料４６２万円の計上であ

りますが、こちらにつきましては、ふるさ

と寄附金サイト、ふるさとチョイス、さと

ふるに対する業務委託料になります。 

 このページの一番下の補助金、ＵＩＪタ

ーン新規就業支援事業補助金１６０万円で
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ありますが、こちらの補助金につきまして

は、東京２３区に５年以上在住または首都

圏に在住し、東京２３区内に５年以上通勤

している方が本町へ移住した場合、移住支

援金を交付するものでありまして、町は補

助金の４分の１を負担いたします。 

 今年度の予算計上につきましては、単身

者１件の６０万円と世帯１件の１００万円

を計上しているところでございます。 

 続いて、９０、９１ページをお開きいた

だきたいと思います。 

 １番目の積立金２,１５０万５,０００円

でありますが、先ほども御説明いたしまし

たが、ふるさと寄附金４,３００万円を見込

み、事務事業協力報償、手数料、委託料な

どの経費を除き、２,１５０万５,０００円

について、ふるさとづくり基金へ積み立て

ようとするものであります。 

 次に、６目辺地対策費、１、生活バス路

線等維持事業、この中の修繕料１５８万８,

０００円のうち、５８万８,０００円につき

ましては、多目的バス、混乗スクールバス

４台にドライブレコーダーを設置するため

の経費になります。５８万８,０００円にな

ります。 

 工事請負費のバス停待合所撤去工事、１

０２万８,０００円でありますが、こちらに

つきましては、国道２４０号線の拡幅工事

に伴いまして、支障となると豊幌地区のバ

ス停待合所を撤去するための工事費となり

ます。豊幌地区の４３線、４５線の２か所

が対象となります。 

 続いて、補助金の２行目、石北本線利用

促進事業補助金３０万円の計上になります。 

 こちらにつきましては、ＪＲ石北本線の

利用促進と地域の活性化を図るため、町独

自に実施する事業となります。 

 町内のイベントにＪＲを利用して参加さ

れる方を対象といたしまして、イベントで

使用できる利用券を発行しようとするもの

であります。 

 現在考えているイベントにつきましては、

和牛まつり、夏まつり、冬まつりの三つの

イベントを想定しております。それぞれの

イベントに１００人、１人１,０００円分の

利用券の発行を考えているところでありま

す。 

 続いて、７目交通安全費、交通安全対策

推進事業、次のページ、９２、９３ページ

になります。 

 ２行目の高齢者等運転免許自主返納報償

２８０万円については、公共交通利用券と

いたしまして１人２万円、１４０件分を予

算計上しております。 

 次に、８目住民活動推進費、１、住民活

動推進事業、４行目の修繕料３０９万９,０

００円のうち、１０９万９,０００円につき

ましては、旭集会室の屋根の修繕を行う経

費になります。 

 また、１００万円につきましては、集会

室蛍光灯をＬＥＤ化にするための経費とい

たしまして、予算計上をしているところで

あります。 

 このページの庁用備品１７７万円であり

ますが、こちらにつきましては、集会室の

ストーブ３か所、行事用のテーブル２０台、

行事用の椅子６０脚を整備するものであり

ます。 

 また、その下のその他の備品５１万９,０

００円につきましては、傷みが進んでおり

ます行事用テントを更新するもので、新年

度はテントのフレームと横幕を各５セット

更新するものであります。 

 続いて、９４、９５ページになります。 

 一番上の自治会活動運営等補助金４９２

万円になりますが、こちらにつきましては、

加入世帯の減少により自治会活動に支障を

来している現状を踏まえ、６７の単位自治

会に対する補助金につきまして、前年度の

３８１万１,０００円から１１０万９,００

０円を引き上げまして、４９２万円を予算

計上しております。 

 その下の自治会連合会補助金１１０万円

でありますが、こちらの計上につきまして
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は、安心して自治会活動ができる環境を整

えるために、損害保険の加入費用を町が助

成するものでございます。 

 自治会連合会への補助金につきましては、

前年度の３６万円から今回は１１０万円と

いうことで、７４万円の増額になります。 

 次に、９６、９７ページになります。 

 １１目諸費、１、防災対策事業でありま

す。 

 この中の業務等委託料、４行目の防災行

政無線デジタル化整備工事監理業務委託料

４６２万円と、一つ飛んで工事請負費の防

災行政無線デジタル化整備工事２億４,２４

５万９,０００円につきましては、アナログ

方式の電波が令和４年１１月をもって規格

不適格となりますので、デジタル化へ移行

するための工事を行うものであり、令和３

年度までの２か年事業となります。 

 基地局のほか、中継局３か所、移動局４

５か所の設備を更新するものでございます。 

 次に、機械器具９７万４,０００円の計上

でありますが、こちらにつきましては、指

定避難所の備蓄品といたしまして、パーテ

ィション１０台、プライバシーテント１２

台を新たに購入するものであります。 

 次に、負担金の４行目、北海道総合行政

情報ネットワーク更新整備負担金３６４万

７,０００円でありますが、災害対策に係る

行政事務の緊密化を図るために、北海道に

おきまして総合行政情報ネットワーク設備

を整備しているところでありますが、本町

に整備されております設備が老朽化によっ

て更新が必要となってございます。つきま

しては、更新経費の美幌町としての負担分

を、負担金として計上をしております。 

 続いて、９８、９９ページをお開き願い

ます。 

 ２項徴税費、１目税務徴税費、１、町税

等課税事務、業務等委託料の２行目、固定

資産路線価評価業務委託料１,１４７万３,

０００円と、その下の固定資産税比準表作

成業務委託料３３万円につきましては、令

和３年度の評価替えに向け、路線価、１,３

９７路線ございますが、その路線価の評価

を行うほか、適正な土地評価を行う上で必

要となる基準表の作成を行うための委託経

費になります。 

 次に、１００、１０１ページをお開き願

います。 

 ３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民

基本台帳費、１、戸籍住民基本台帳事務、

このうち業務等委託料、戸籍法改正対応シ

ステム改修委託料２５８万５,０００円と、

一つ飛んでデジタル手続法対応プログラム

改修委託料４７３万円の計上でありますが、

こちらは、いずれもマイナンバー制度の導

入に関わる改修となります。 

 戸籍法の改正につきましては、マイナン

バーによって戸籍情報を利用できるように、

デジタル手続法につきましては、国外転出

者の個人認証に利用できるよう、システム

改修することが主な内容となってございま

す。 

 次に、１０２、１０３ページになります。 

 ４項選挙費、１目選挙管理委員会費、選

挙管理委員会事務につきましては、選挙管

理委員会の運営に要する経費を予算計上す

るものであります。 

 次に、５項統計調査費、１目統計調査費、

統計調査事業９１９万９,０００円のうち、

９１０万５,０００円につきましては、５年

に一度の国勢調査が本年１０月１日を基準

日といたしまして実施をされますので、そ

のための所要経費を予算計上してございま

す。 

 １０４、１０５ページになります。 

 ６項監査委員費、１目監査委員費、監査

事務につきましては、監査委員の活動に要

する経費を計上してございます。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩をします。 

 再開は、１１時１０分といたします。 

午前１０時５６分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１０分 再開 
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○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、提案者からの説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 予算書の１０

６、１０７ページになります。 

 ３款民生費、予算額は２５億３,９７３万

６,０００円、前年度から４,９００万円余

りの増額となります。 

 １項、１目社会福祉総務費、中ほどから

下になります。２、民生委員活動事業、４

行目の費用弁償１０４万４,０００円につき

ましては、民生委員の道内視察研修に係る

費用弁償となります。 

 次に、１０８、１０９ページをお開きい

ただきたいと思います。 

 ３目高齢者福祉費、１、高齢者福祉推進

事業、こちらの業務等委託料、下から３行

目になります高齢者保健福祉計画アンケー

ト調査委託料３７万２,０００円につきまし

ては、令和３年度から５年度までの３年間

を計画期間とする高齢者保健福祉計画の策

定に向けた１,８００名を対象としたアンケ

ート調査の経費になります。 

 次に、１１０、１１１ページをお開き願

います。 

 こちらのページにつきましては、前年度

から大きな変更はございません。 

 １１２、１１３ページになります。 

 ５目障害福祉費、１、障害福祉事業、２

行目の各種行事等報償１６万円であります

が、こちらは千歳市で開催の北海道身体障

がい者スポーツ大会の参加予定者に対する

報償費となります。 

 一番下の業務等委託料、障がい福祉計画

アンケート調査委託料３４万１,０００円は、

令和３年度から５年度までの３年間を計画

期間とする障がい福祉計画の策定に向けた

１,７００名を対象としたアンケート調査を

行うための経費になります。 

 次に、１１４、１１５ページになります。 

 負担金の２行目、第６５回北海道手をつ

なぐ育成会全道大会負担金３万円は、北見

市において開催されます全道大会に対する

負担金となります。 

 中ほどになります。 

 ３、障害者自立支援事業、この中の負担

金、地域生活支援拠点整備事業負担金２１

１万８,０００円につきましては、１市４町

による北見地域定住自立圏構想に基づく事

業であり、令和３年度までの２か年におい

て取り組む事業になります。 

 障がい者、障がい児の生活を地域全体で

支えていくためのサービス提供体制を構築

するもので、美幌町におきましては、美幌

療育病院を拠点に、発達外来診療医の確保、

発達支援の体制整備を図ろうとするもので

あります。 

 次に、１１６、１１７ページになります。 

 ２項、１目児童福祉総務費、１、児童福

祉事務、この中の補助金、２行目の認定こ

ども園施設整備補助金３,７３７万９,００

０円と、その下の保育所等整備補助金５,８

２２万５,０００円につきましては、美幌大

谷幼稚園が現在の施設給付型幼稚園から幼

稚園型認定こども園へ移行するため、施設

の改修を予定しておりますが、その整備に

対する補助金を計上するものであります。 

 その下の幼稚園等給食費補助金１,４０４

万円につきましては、幼稚園等を利用する

３歳から５歳児までを対象に、給食費を無

償化するための町の補助金となります。 

 次に、１１８、１１９ページになります。 

 このページにつきましては、前年度から

大きな変更点は特にございません。 

 １２０、１２１ページをお開きいただき

たいと思います。 

 一番上の、５、子育て支援センター運営

事業につきまして、本定例会に条例改正を

御提案しておりますが、利用者のニーズを

踏まえ、子育て支援センターの一時預かり

事業を拡充するために、保育士を１名増員

する予定でございます。 

 なお、その経費につきましては、職員給
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与費に計上しております。 

 次に、１２２、１２３ページになります。 

 ３目へき地保育所費、１、へき地保育所

管理運営事業でありますが、福住、田中保

育所につきましては、令和元年度をもって

休所となりますので、新年度予算では、上

美幌保育所の運営経費について予算計上を

してございます。 

 続いて、衛生費、１２６、１２７ページ

をお開き願います。 

 ４款衛生費、予算額は１０億２,６８８万

２,０００円、前年度とほぼ同額の計上とな

ります。 

 １項、１目保健衛生総務費、１、保健衛

生推進事業、中ほどになります補助金、医

療従事者就業支援補助金１,０００万円であ

りますが、住宅準備補助といたしまして１

０名分を、就業支援補助分といたしまして

３２名分をそれぞれ見込んでの予算計上と

なります。 

 次に、１２８、１２９ページになります。 

 一番上の広域事務組合負担事業２,０７９

万６,０００円につきましては、各会計予算

参考資料により、後ほど副町長から御説明

を申し上げます。 

 次に、２目予防費、２、予防接種事業、

業務等委託料の個別予防接種委託料５,０７

８万５,０００円でありますが、こちらにつ

きましては、ロタウイルス感染症に係るワ

クチン接種が本年１０月から定期接種とな

るため、そのための経費を予算計上するほ

か、４種混合、麻疹、風疹、高齢者インフ

ルエンザなどの定期予防接種について予算

計上をしてございます。また、任意予防接

種といたしまして、子供のインフルエンザ、

おたふくのワクチン接種費用を計上してご

ざいます。 

 次に、１３１ページになります。 

 こちらの５行目の庁用備品の５２万円、

機械器具３９万３,０００円、教育備品１７

６万円につきましては、いずれも本年１０

月に開設予定の子育て世代包括支援センタ

ーの準備費用となります。 

 しゃきっとプラザを拠点にいたしまして、

妊娠期から子育て期にわたるまで、切れ目

のない支援策を提供しようとするものでご

ざいます。 

 次に、１３２、１３３ページをお開き願

います。 

 ４目環境保全推進費、２、緑化推進事業

の業務等委託料、保存樹木等看板設置委託

料１７万３,０００円でありますが、町内の

保存樹木、保存樹林の看板の傷みが激しい

ことから、新しい看板４基を設置するため

の経費になります。 

 次に、５目保健福祉総合センター費、１、

保健福祉総合センター管理運営事業、予算

書は１３４、１３５ページになります。 

 教育備品５５万４,０００円でありますが、

運動指導室のリカンベントバイク１台を更

新するための計上になります。 

 ２項清掃費、１目塵芥し尿処理費、予算

書は１３６、１３７ページになります。 

 ３、ごみ処分場維持管理事業、６行目の

修繕料２,１７９万９,０００円につきまし

ては、水処理施設のポンプ、ブロアーの分

解整備、その他プラ減容機の押出しユニッ

ト交換などを行うものでございます。 

 また、機械器具８万円の計上であります

が、カラス駆除用の爆音機１台を更新いた

します。 

 続いて、労働費、１３８、１３９ページ

になります。 

 ５款労働費、予算額は２,５６２万１,０

００円の計上になります。 

 １項、１目労働諸費、１、労働対策事業、

この中の補助金、美幌職業訓練協会運営費

補助金１０万円の計上でありますが、協会

が運営をいたします美幌高等職業訓練校に

おきまして、生徒を確保できる見通しにな

いことから本年３月をもって休校とし、４

月以降につきましては、職業訓練の場とし

て使用することになるため、施設運営に係

る経費についてのみ、１０万円の補助金を
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予算計上するものであります。 

 続いて、農林水産業費１４０、１４１ペ

ージになります。 

 ６款農林水産業費、予算額は８億６,６４

４万６,０００円、前年度比２億９,５００

万円余りの増額となります。 

 １項、１目農業委員会費、農業委員会運

営事務につきましては、農業委員２０名の

活動、事務局の運営に要する経費を計上し

てございます。 

 このページの下になります。 

 ４目農業振興費、１、農業振興事業、２

行目の特別旅費５８万１,０００円でありま

すが、農業担い手不足の解消と障がい者の

雇用の場を確保するため、農業と福祉の連

携に向け、先進地視察を行うための旅費を

計上するものであります。 

 １４２、１４３ページになります。 

 補助金の４行目、美幌町アスパラ振興推

進事業補助金４０５万円の計上になります。 

 こちらにつきましては、高収益作物であ

るアスパラの作付拡大を図り、農業所得の

向上を実現するため、ビニールハウス資材

費の一部助成を行うものであります。新規、

または増反分といたしまして、ハウス１５

棟分を計上しているところであります。 

 その下の美幌町玉葱振興会５０周年記念

事業補助金２０万円につきましては、設立

５０周年を迎える美幌町玉葱振興会に対し

まして、記念誌作成経費を補助するもので

あります。 

 次に、１４４、１４５ページになります。 

 中段から下になります。 

 ８、農業振興施設等整備事業、補助金、

産地パワーアップ事業補助金、２億３６７

万６,０００円の計上でありますが、こちら

につきましては、農業生産活動において、

ＩＣＴ技術の導入を図る美幌町農業ＩＣＴ

推進協議会に対する補助金であり補助率は

２分の１、北海道の間接補助事業となりま

す。 

 なお、導入予定の機械につきましては、

ＧＰＳ自動操舵システム９０台、ブロキャ

スが４６台、スプレーヤが２台、ドローン

が１台、計１３９台のＩＣＴ機器を予定し

ております。令和元年度に続いて、２年目

の事業となります。 

 次に、５目畜産業費、予算書は１４６、

１４７ページになります。 

 ３、牧野管理運営事業、業務等委託料の

２行目になります。 

 美幌峠牧場肥培管理業務委託料３２８万

５,０００円につきましては、預託牛を受け

入れる有限会社ワタミファームに対しまし

て、採草放牧地に係る肥培管理を委託する

ための経費を支出するものであります。 

 面積は５７ヘクタール、春と秋の年２回

の作業に対する委託料となります。 

 続いて、６目農地費、１、国営土地改良

事業、負担金、国営美女地区土地改良事業

分担金７,０２５万３,０００円につきまし

ては、平成２１年度から進めてまいりまし

た国営かんがい排水事業が令和元年度で完

了したことから、指定工事以外の分担金を

納入するものであります。 

 次の２、道営土地改良事業の負担金１億

４,３９８万１,０００円につきましては、

各会計予算参考資料により、後ほど副町長

から事業内容について御説明を申し上げま

す。 

 次に、１４８、１４９ページをお開き願

います。 

 ７目みどりの村管理費、１、みどりの村

維持管理事業、修繕料２９６万９,０００円

につきましては、森林公園キャンプ場内の

丸太階段の腐食が激しいことから、撤去し、

新たに階段を設置するほか、グリーンビレ

ッジ農産加工室の排煙装置などの修繕を行

うものでございます。 

 次の業務等委託料、グリーンビレッジエ

アコン取付業務委託料１９７万円につきま

しては、グリーンビレッジ２階の宿泊部屋

１０室と１階の大研修室にそれぞれエアコ

ンを設置するための委託料であります。 
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 次に、２項、１目林業総務費、予算書は

１５０、１５１ページになります。 

 林業推進事業、５行目の修繕料１８８万

５,０００円につきましては、エコハウスの

１回コンクリート床に亀裂が生じているた

め、床面を修繕するほか、美幌林業館きて

らすの木製遊具修繕を行うための予算計上

になります。 

 また、業務等委託料、遊具等作製委託料

３４万７,０００円は、きてらすの木製遊具

の充実を図るために、回転ツリー、木のエ

アホッケーなどの遊具を作成するための経

費になります。 

 ２目林業振興費、１、治山林道施設整備

推進事業、一番下の修繕料４０６万９,００

０円でありますが、こちらにつきましては、

豊岡林道の横断管、福住林道の路肩を修繕

するための予算計上になります。 

 次に、１５２、１５３ページになります。 

 ２、民有林振興対策事業、積立金３,２９

２万３,０００円でありますが、こちらは国

から交付される森林環境譲与税につきまし

て、基金へ積み立てるための予算計上にな

ります。なお、基金につきましては、林業

の担い手の確保、木材利用の促進、森林整

備などの費用に充当していくことになりま

す。 

 ３目町有林管理費、１、町有林造林事業、

この中の機械器具８６万３,０００円につき

ましては、町有林作業員が使用するチェー

ンソー、刈払い機を更新するための計上に

なります。 

 また、負担金の４行目、森林認証更新審

査負担金１２５万６,０００円につきまして

は、ＦＳＣ森林認証を取得しております山

林について、令和２年度が５年に一度の更

新年度となりますので、その審査費用を計

上するものであります。 

 続きまして、商工費、１５６、１５７ペ

ージをお開き願います。 

 ７款商工費であります。 

 予算額は４億３,２６６万５,０００円、

前年度とほぼ同額の計上になります。 

 １項、２目商工業振興費、１、商工業振

興推進事業、この中の補助金、中小企業相

談所運営事業補助金１,０００万円につきま

しては、従来の経営指導から経営戦略支援

へと移行する必要があることから、経営指

導員を増員して対応するため、美幌商工会

議所に対しまして１,０００万円の補助金を

支出するものであります。 

 続いて、２、商工業活性化促進事業、こ

ちらの補助金、起業家支援事業補助金４７

７万２,０００円につきましては、新規分と

いたしまして２件４００万円を、家賃補助

の継続分として２件７７万２,０００円をそ

れぞれ計上してございます。 

 二つ下の店舗リフォーム促進支援事業補

助金１,０００万円の計上でありますが、こ

ちらにつきましては、１０件分の申請を見

込んでの予算計上になります。 

 次に、３目観光費、１、観光振興事業、

予算書は１５８、１５９ページになります。 

 まず、６行目の業務等委託料のうち、体

験観光推進業務委託料４１４万４,０００円

と、三つ下の自動車等借上料６２万１,００

０円、その三つ下の北海道アウトドア講習

負担金２万１,０００円、さらに三つ下のサ

イクリングツアーガイド講習負担金５万円

などにつきましては、地域おこし協力隊の

制度を活用いたしまして、協力隊員１名を

美幌町観光まちづくり協議会へ配置いたし

ます。 

 新たに体験観光メニューの開発、モニタ

ーツアーの開催など、美幌町の資源を生か

した体験型観光を推進するための予算計上

になります。 

 少し戻りますが、業務等委託料の３行目、

自然学校業務委託料１７０万円の予算計上

につきましては、企業版ふるさと納税を活

用いたしまして、首都圏の子供たちを受け

入れ、農業や酪農の体験、自然を体感でき

るプログラム、自然学校を開校するための

経費となります。 



 

－ 100 － 

 次に、中ほどになります負担金の中の美

幌峠魅力発信実行委員会負担金１３０万円

の予算計上になりますが、こちらにつきま

しては、例年３０万円の負担金を計上して

ございますが、新年度におきましては、弟

子屈と美幌を結ぶ美幌峠が開通し１００年

の節目となります。このため、負担金を１

００万円増額いたしまして、１００周年記

念事業を実施しようとするものであります。 

 次に、負担金の四つ下のサイクルアドベ

ンチャーオホーツク推進協議会負担金１０

０万円の計上になります。 

 こちらにつきましては、北見、網走、小

清水、大空、美幌の２市３町をエリアとい

たしまして、サイクリングを基本とした滞

在型アドベンチャーツーリズムを推進する

ための負担金になります。 

 次に、２、観光施設維持管理事業、二つ

目の修繕料１,５６１万６,０００円であり

ますが、こちらにつきましては、峠の湯の

脱衣室の棚と床の張りかえ、ろ過操作弁の

交換、木質チップボイラー天井耐火板の交

換などを行います。 

 また、ターミナル物産センターの出入り

口マットの張りかえなどにつきましても、

修繕を行うべく予算措置しているところで

ございます。 

 次に、１６０、１６１ページになります。 

 ３、観光イベント推進事業の補助金、３

行目、夏まつり補助金２５０万円でありま

すが、昨年から会場を美幌小学校から北中

学校へと移動してございます。また、花火

大会を拡充してございますので、例年２０

０万円の予算から２５０万円の増額という

ことで計上してございます。 

 なお、今年度につきましては、補正予算

にて対応しているところでございます。 

 次に、土木費１６２、１６３ページにな

ります。 

 ８款土木費、予算額は１０億６,９２４万

９,０００円の計上になります。 

 ２項道路橋梁費、２目道路橋梁維持費、

１、道路橋梁維持管理事業になります。 

 この中の業務等委託料の２行目、樹木剪

定業務委託料３１０万円につきましては、

稲美の学園通、東１条南２丁目の街路樹に

つきまして剪定を行うものでございます。 

 次に、１６４、１６５ページをお開き願

います。 

 ２、道路橋梁補修事業、業務等委託料、

道路標識調査業務委託料８１０万円につき

ましては、国の社会資本整備総合交付金を

活用し、幹線道路の道路標識、視線誘導標

１１２基につきまして点検調査を行うもの

でございます。 

 次の工事請負費、東雲橋補修工事１,３３

０万円につきましては、後ほど副町長より

工事概要について御説明を申し上げます。 

 次に、３、除雪対策事業につきましては、

一斉除雪５回分と排雪に係る経費を予算計

上してございます。 

 この中の車両５,０７５万６,０００円の

計上でありますが、こちらは平成６年に購

入した除雪トラック１台を更新するための

予算計上となります。 

 このページの一番下の５の堤内排水対策

事業９５７万円の計上でありますが、こち

らにつきましては、大雨による河川の増水

で浸水被害が発生しないよう、網走川、美

幌川の各樋門にポンプ５８台を設置、稼働

するための経費を計上してございます。 

 続いて、１６６、１６７ページになりま

す。 

 ３目道路橋梁新設改良費の１、道路整備

事業並びに２の道路改築事業につきまして

は、それぞれ記載の工事につきまして、後

ほど副町長より概要説明をさせていただき

ます。 

 また、４項都市計画費の１目都市計画総

務費、１、都市計画事業でありますが、公

共施設誘導看板整備工事、こちらにつきま

しても、後ほど副町長より工事概要につい

て御説明申し上げます。 

 次に、２目公園維持費、１、公園維持管
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理事業、予算書は１６８、１６９ページに

なります。 

 上から２行目、修繕料２,１５５万円につ

きましては、せせらぎ公園の木製階段、み

とみ公園の擁壁応急修繕のほか、各公園施

設の修繕経費を予算計上してございます。 

 業務等委託料のうち、一番上の桜並木整

備委託料１００万円の計上でありますが、

こちらはせせらぎ公園の桜並木につきまし

て補植を行うための経費となります。 

 また、実施設計等委託料、公園施設調査

設計業務委託料の２１０万円につきまして

は、みとみ公園テニスコート東側の擁壁が

倒壊するおそれがあることから、テニスコ

ートの移設を含めまして検討するための調

査を行うものでございます。 

 次に、５項、１目住宅総務費、１、建築

事業の中の補助金、住宅リフォーム促進補

助金３,６３０万円でありますが、住宅リフ

ォーム促進事業につきましては、平成２３

年度に事業を開始して１０年目となります。 

 新年度につきましては、１００件分の申

請を見込み、３,６３０万円を予算計上いた

します。 

 次に、２目住宅管理費、１、公営住宅管

理事業の中の下から２行目、修繕料１,５６

３万６,０００円でありますが、町営住宅及

び指定管理を受けております道営住宅の修

繕経費を予算計上してございます。 

 次に、１７０、１７１ページになります。 

 こちらのページにつきましては、前年度

と同様の予算計上になります。 

 続いて、消防費、１７２、１７３ページ

になります。 

 ９款消防費につきまして、予算額は５億

２,０５３万７,０００円の計上でございま

す。 

 なお、美幌・津別広域事務組合負担金の

内訳につきましては、各会計予算参考資料

により、後ほど副町長から御説明申し上げ

ます。 

 次に、教育費１７４、１７５ページをお

開き願います。 

 １０款教育費、予算額は１４億１,９１６

万７,０００円、屋内多目的運動場の整備に

よりまして、前年度から５億円余りの大幅

増となってございます。 

 １項、２目事務局費、１、教育委員会事

務局活動事務、この中の業務等委託料、学

校施設長寿命化計画策定委託料４３０万円

につきましては、小・中学校５校の老朽化

が進んでいることから、施設の長寿命化を

図るための計画を策定するものでございま

す。 

 このページの下になりますが、３目教育

振興費、１、教育振興事業、補助金のまず

１行目、美幌高等学校間口対策補助金５２

０万円でありますが、町外から農業科へ入

学する生徒に対して１０万円の就学助成を

行ってまいりましたが、新年度は新たに、

町外から普通科へ入学する生徒及び町内か

ら普通科、農業科へ入学する生徒に対しま

しても、５万円の就学助成を行おうとする

ものであります。 

 一番下の美幌高等学校教育支援事業補助

金５０７万円の計上でありますが、こちら

につきましては、前年度と同様に報徳寮の

運営補助、生徒募集推進補助、学習環境整

備補助などを実施するほか、高校の活動を

ＰＲする大型看板の作製経費につきまして

補助金を交付するなど、町内唯一の高校を

支える取組を進めていこうとするものでご

ざいます。 

 次に、１７６、１７７ページになります。 

 ２、学校教育振興事業の５行目、消耗品

費４６万４,０００円のうち、２４万１,０

００円と、庁用備品５６万３,０００円、そ

の下の機械器具２５万１,０００円、その下

の教育備品１２万７,０００円につきまして

は、いずれも、美幌小学校に開設をいたし

ますイングリッシュルームの予算になりま

す。 

 外国語指導助手ＡＬＴや英語教諭による

授業のほか、授業以外にも英語に触れる環
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境を整え、語学教育の充実を図ろうとする

取組であり、美幌小学校をモデルといたし

まして実施するものでございます。 

 次に、負担金の２行目、学校運営協議会

活動経費負担金５０万円につきましては、

地域とともにある学校づくりを推進するた

め、校区ごとに設立されました五つの学校

運営協議会に対し、活動経費を交付するも

のであります。 

 次に、４目学校保健費、１、学校保健事

業でありますが、予算書は１７８、１７９

ページになります。 

 上から２行目の機械器具１０５万６,００

０円であります。 

 こちらにつきましては、インフルエンザ

対策といたしまして、教室に加湿器を配備

するための予算計上になります。 

 平成３１年度に全ての小中学校の保健室

に加湿器を配備しておりますが、令和２年

度から令和３年度の２年間、全ての学校の

教室に加湿器を配備するものでございます。 

 新年度におきましては３０台を購入いた

しまして、中学３年生、小学１年生から３

年生までの教室に配置する予定で進めてい

るところでございます。 

 中ほどから下の２項、１目学校管理費、

１、小学校管理事業の修繕料２,５１３万７,

０００円につきましては、東陽小学校にお

きましては電話設備の更新、プールろ過器

の修繕を、美幌小学校におきましては校舎

暖房排気用煙突の修繕を、旭小学校におき

ましては、校舎放送設備、校長住宅の改修

などをそれぞれ行うための経費を計上して

ございます。 

 次に、１８０、１８１ページになります。 

 庁用備品１,４３７万４,０００円であり

ます。 

 こちらにつきましては、東陽小学校にお

いて教員用パソコンを更新するための経費

でございまして、パソコン３１台分の更新

と、同じく東陽小学校の印刷機を更新する

ための経費になります。 

 次に、２、小学校スクールバス運行事業

の３行目、修繕料９９万円のうち、４２万

４,０００円につきましては、スクールバス

２台にドライブレコーダーを設置するため

の予算になります。 

 続いて、２目教育振興費、１、小学校教

材整備事業、消耗品費１,８０１万円であり

ますが、こちらは新学習指導要領に基づく

教師用の指導書、デジタル教科書などを購

入するための経費になります。 

 次に、２、小学校教育振興事業の消耗品

費５１万５,０００円につきましては、全て

の小学校において開催する予定の一日防災

学校に関わる予算となります。 

 次に、１８２、１８３ページをお開き願

います。 

 ３目特別支援学級費、１、小学校特別支

援学級管理事業、４行目の修繕料３３万６,

０００円は、東陽小学校の教室黒板の交換

を行うための計上であります。 

 また、教育備品１５万６,０００円につき

ましては、平均台やバランスゲームなどを

購入するための予算になります。 

 次に、３項、１目学校管理費、１、中学

校管理事業、消耗品費８１９万円のうち、

２９８万２,０００円につきましては、部活

動用の消耗品を購入するための経費を計上

するものであります。 

 こちらにつきましては、基金を活用した

びほろ未来のアスリート応援プロジェクト

の予算措置となります。 

 次に、修繕料６７５万５,０００円につき

ましては、美幌中学校及び北中学校の電話

設備を更新するものであります。 

 下から４行目、業務等委託料、教室背面

ロッカー作製委託料１６４万１,０００円に

つきましては、美幌中学校において、現在、

廊下にある棚をロッカーとして使用してお

りますが、教室内にロッカーを備え付ける

ものであり、３年計画で配備しようとする

ものであります。 

 次に、１８４、１８５ページになります。 
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 教育備品１,２６６万円のうち、まず、２

６６万円につきましては、先ほどの消耗品

と同様、部活動用の備品を整備するびほろ

未来のアスリート応援プロジェクトとして

の予算計上になります。 

 また、１,２６６万円のうち、１,０００

万円は、昨年１２月に東原俊郎様より御寄

附をいただきました１,０００万円を活用い

たしまして、両中学校の吹奏楽部の楽器を

更新しようとするものでございます。 

 次に、２、中学校スクールバス運行事業

の２行目、修繕料１９４万６,０００円のう

ち、６３万６,０００円につきましては、ス

クールバス３台にドライブレコーダーを設

置するための予算となります。 

 次に、２目教育振興費、１、中学校教材

整備事業、２行目の庁用備品１,２９０万円

は、北中学校の生徒用パソコン４２台を更

新するものであります。 

 次に、予算書１８６、１８７ページにな

ります。 

 ４項社会教育費でありますが、このペー

ジにつきましては、前年度と大きな変更は

ございません。 

 次の１８８、１８９ページをお開き願い

ます。 

 ２、青少年教育事業の補助金、美幌町青

年交流会補助金８万５,０００円につきまし

ては、青年活動団体ビーライブに対する活

動助成であり、結成１０周年を迎える団体

に対しまして、予算を増額しての補助金を

支出しようとするものでございます。 

 次に、３、成人教育事業、各種行事等報

償１４９万円につきましては、生涯学習の

機会を提供するため、社会教育講座の講師

報償について予算計上しているところであ

りますが、新年度においては、美幌町に関

わりの深い方を講師にお招きをいたしまし

て、ふるさと教育を推進するために必要な

予算を増額しているものでございます。 

 また、こちら１４９万円のうち、１４万

４,０００円と、その下の消耗品費２１万９,

０００円のうち、５万６,０００円につきま

しては、町内在住の外国人労働者を対象に、

お茶、お花、書道、着つけなど、日本の伝

統や文化を学べる機会を提供するための経

費を予算措置してございます。 

 このページの下の５、芸術文化振興事業、

４行目の修繕料５６万円でありますが、展

示用パネルの傷みが激しいため、補強、塗

装修繕を行うものでありまして、令和２年

度及び令和３年度の２年間で補修を行う予

定でございます。 

 次に、１９０、１９１ページになります。 

 ３目社会教育施設費、１、町民会館等管

理運営事業、５行目の修繕料４２３万５,０

００円でありますが、こちらの修繕料につ

きましては、びほーる舞台のフロアコンセ

ント用調光機器の増設、ギャラリーダウン

ライトの取替えなどを行うための修繕料に

なります。 

 次に、１９２、１９３ページをお開き願

います。 

 ５目図書館費になります。 

 １、図書館運営事業、こちらの５行目、

消耗品費１９万円のうち８,０００円と、次

の通信運搬費２７万７,０００円のうち、９

万４,０００円につきましては、老朽化と狭

隘化が進む図書館につきまして、将来の増

改築に向けたアンケート調査を行うための

予算となります。 

 １９４、１９５ページになります。 

 このページにつきましては、前年度から

大きな変更点はございません。 

 続いて、１９６、１９７ページになりま

す。 

 ６目博物館費の７行目、修繕料８９６万

５,０００円につきましては、物見の塔の屋

根、中央階段の照明などの修繕を行うため

の経費になります。 

 続いて、２、博物館活動推進事業、予算

書は１９８、１９９ページになります。 

 機械器具１１７万７,０００円及び次の教

育備品２１０万円につきましては、昨年１
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１月、本田忠盛様から３００万円の御寄附

がございましたので、展示用備品といたし

まして、植物標本戸棚、スポットライトな

どを購入するための予算になります。 

 このページの下の５項、１目保健体育総

務費、１、スポーツ推進事業、予算書は２

００、２０１ページになります。 

 補助金、２行目のスポーツ団体合宿事業

補助金２５９万８,０００円につきましては、

防衛大学、ＮＥＣなどのラグビー合宿受入

れを予定しての補助金となります。 

 一つ飛んで、スポーツ協会７０周年記念

事業補助金１９万８,０００円につきまして

は、スポーツ協会記念誌作成に対する一部

助成となります。 

 次の３、未来のアスリート応援事業１,２

７５万８,０００円につきましては、びほろ

未来のアスリート応援プロジェクトに関わ

る予算計上になります。 

 こちらにつきましては、町長の町政執行

方針においても述べてございますが、美幌

町でスポーツに励んでいる子供たち、夢に

向かって頑張っている子供たちを応援する

ために、寄附金を活用いたしまして、未来

を担う子供たちに投資をしようとするもの

でございます。 

 まず、各種行事等報償１０万円でありま

すが、日本選手のメダル獲得数クイズのた

めの報償費を計上してございます。 

 各種研修等報償３００万円のうち、１０

０万円つきましては、育成強化指定選手に

対する奨励金を、２００万円につきまして

は、札幌で開催されますマラソン、サッカ

ー１次ラウンドの現地研修に関わる経費と

なります。 

 また、スポーツ少年団活動用備品購入補

助金３６５万８,０００円は、クロスカント

リースキー、陸上、バレーボール、ミニバ

スケットボールなど１４団体に対しまして、

備品購入を行うための補助となります。 

 また、全国・全道競技大会選手派遣補助

金、ふるさとづくり事業補助金につきまし

ては、それぞれ事業内容を拡充しての予算

計上になります。 

 次に、２目体育施設費、１、屋内体育施

設維持管理事業の５行目、修繕料２６３万

２,０００円のうち、１６８万１,０００円

につきましては、スポーツセンターアリー

ナの消防設備修繕経費となります。 

 次に、２０２、２０３ページをお開き願

います。 

 ２、屋外体育施設維持管理事業、８行目

の修繕料７２２万８,０００円のうち、３４

１万円は、リリー山スキー場のリフトワイ

ヤーの切詰め、非常用制動機の交換を行う

ものでございます。 

 また、８５万１,０００円につきましては、

パークゴルフ場の大正橋コースの芝生の切

替え、カップ補修を行うための予算措置に

なります。 

 次に、２０４、２０５ページをお開き願

います。 

 ３、体育施設整備事業６億２,７３０万２,

０００円の予算計上につきましては、昨年

の８月に工事契約を締結しております屋内

多目的運動場の整備に関わる予算措置とな

ります。 

 工期は本年１０月１５日、その後に備品

などを搬入いたしまして、１１月１日にオ

ープンを予定しているところでございます。 

 次に、３目学校給食センター費、１、学

校給食運営事業、７行目の賄材料費７,３６

８万５,０００円のうち、５０万円につきま

しては、美幌産の食材を使用した給食を提

供するための材料費になります。 

 また、３７万円につきましては、年４回、

美幌高校生に美高うどんや美高ラーメンを

給食として提供するための経費として予算

を計上しているものでございます。 

 次に、２０６、２０７ページになります。 

 補助金、学校給食費補助金７４３万７,０

００円につきましては、多子世帯の子育て

支援策といたしまして、第３子以降の給食

費を無料化とするための補助金になります。 
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 ２、学校給食センター維持管理事業、３

行目の修繕料１,０６０万２,０００円につ

きましては、給食センターの冷却塔の取替

え、厨房内のグレーチング、排気ファンな

どの修繕を行うための予算計上になります。 

 次に、公債費、２０８、２０９ページに

なります。 

 １１款公債費、予算額は９億５７３万８,

０００円になります。 

 １項、１目元金、１、町債元金償還金と

いたしましては、８億５,９６３万８,００

０円を計上してございます。 

 公債費の現在高につきましては、平成３

１年度末で９１億２,２６６万７,０００円

であり、役場庁舎改築事業などを行います

ので、新たな借入れによって、令和２年度

末の予定残高は１１１億７,６７３万４,０

００円となる見通しでございます。 

 ２目利子、１、町債利子償還金といたし

ましては４,５２５万２,０００円を、一時

借入金利子といたしましては７８万１,００

０円を、それぞれ予算計上してございます。 

 ３目公債諸費、登録債支払事務６万７,０

００円につきましては、保健福祉総合セン

ター建設に際し、平成１６年度に借入れを

行いました登録債の支払い事務手数料にな

ります。 

 次に、職員給与費、２１０、２１１ペー

ジになります。 

 １２款職員給与費、予算額は１９億２６

３万３,０００円ということで、制度改正に

より、会計年度任用職員の給与を一括計上

することから、前年度に比べて大幅な増額

となってございます。 

 １項、１目職員給与費、１、職員給与支

給事務、こちらにつきましては、特別職３

名、一般職１６５名の給与を予算計上して

ございます。 

 次に、２、会計年度任用職員給与支給事

務、こちらにつきましては、フルタイム９

４名、パートタイム１９６名につきまして、

それぞれの給与について予算計上をしてご

ざいます。 

 次に、予備費になります。 

 予算書は、２１２、２１３ページになり

ます。 

 １３款予備費といたしましては、前年度

同額の１００万円を予算計上してございま

す。 

 それでは、４款の美幌・津別広域事務組

合負担金、６款の道営土地改良事業負担金、

８款の工事請負費、９款の美幌・津別広域

事務組合負担金につきまして、副町長より

御説明を申し上げます。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） それでは、主要

事業につきまして御説明させていただきま

す。 

 令和２年度各会計予算参考資料の５９ペ

ージをお開き願います。 

 ３、道営土地改良事業計画概要でありま

す。 

 初めに、水利施設等保全高度化事業であ

ります。 

 まず一つ目は、美幌豊栄地区であります。 

 地域は、野崎、美富、豊幌、登栄、駒生

の一部で、平成２４年度からの継続事業で、

事業内容は面整備であります。 

 令和２年度は、過年度整地実施済み圃場

において、区画整理の附帯工を行い、事業

費は２,０００万円で事業完了予定でござい

ます。 

 次に、二つ目の稲都福梅地区であります。 

 地域は稲美、都橋、福住、豊富、古梅で、

平成２７年度からの継続事業で、事業内容

は農道整備と面整備であります。 

 令和２年度は、農道、区画整理、暗渠排

水を行い、事業費は２億１,２００万円で事

業完了予定でございます。 

 次に、三つ目の豊高第２地区であります。 

 地域は豊岡、高野で、平成２９年度から

令和５年度までの継続事業で、事業内容は

面整備であります。 

 令和２年度は、区画整理、暗渠排水、客
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土を行い、事業費は２億１,８００万円でご

ざいます。 

 次に、四つ目の田中第２地区であります。 

 区域は、日並、田中、報徳、瑞治で、平

成３１年度から令和８年度までの継続事業

で、事業内容は面整備であります。 

 令和２年度は、区画整理、暗渠排水を行

い、事業費は２億３,６００万円でございま

す。 

 次に、五つ目の中央美和地区であります。 

 区域は、栄森、昭野、美和、美禽の一部

で、令和２年度からの新規事業で、事業内

容は農業用用排水施設と面整備で、令和１

０年度までの９年間を予定しております。 

 令和２年度は、区画整理、暗渠排水、客

土に係る実施設計を行い、事業費は３,５０

０万円でございます。 

 次に、草地畜産基盤整備事業であります。 

 美幌日並地区は、区域は日並で、事業期

間は平成２９年度から令和３年度であり、

ＪＡびほろ所有の日並牧場の基盤整備事業

の継続であります。 

 令和２年度は、草地整備、道路、隔障物

を行い、事業費は８,５００万円となります

が、土地改良事業上、申請及び法手続は美

幌町が行い、負担につきましては全額受益

者が負担するものとなり、歳入歳出はトン

ネル予算となっております。 

 令和２年度の水利施設等保全高度化事業

の事業費は７億２,１００万円、草地畜産基

盤整備事業の事業費は８,５００万円となり

ます。 

 財源内訳につきましては、水利施設等保

全高度化事業の負担割合は、国が５５％、

道が２８％、地元負担が１７％で、地元負

担のうち、農家負担が７.５％、残り９.

５％を道のパワーアップ事業と町で４.７

５％ずつ負担するもので、平成２７年度か

ら、農業経営高度化促進事業による国の補

助金を活用することにより、道及び町の負

担を一部軽減し、町の負担総額は７億２,１

００万円のうち、約４％の２,８９８万円を

予定しております。 

 また、草地畜産基盤整備事業の負担割合

は、国が５０％、道が２５％、地元が２

５％となり、町の負担につきましてはござ

いません。 

 次に、同じく参考資料の７８ページをお

開き願います。 

 九、広域事務組合、美幌・津別広域事務

組合負担金内訳であります。 

 まず、津別町との負担割合でございます

が、総務の議会費、監査委員費、予備費は、

美幌町と津別町５０％で、一般管理費は、

国勢調査の人口割により算出し、美幌町８

０.２１％、津別町１９.７９％で、いずれ

も前年度と同じ負担割合となっております。 

 衛生の火葬場、経常費も同じく人口割で

算出し、美幌町８０.２１％、津別町１９.

７９％と、前年度と同じ負担割合でござい

ます。 

 消防につきましては、消防本部費及び通

信指令業務運営費は、人口、世帯、面積、

財政、団員割により算出し、美幌町７３.０

６％、津別町２６.９４％で、前年度より美

幌町が０.０１％の増、津別町が０.０１％

の減となっております。 

 次に、通信指令施設管理費及び公債費の

通信指令機器移設事業は、美幌町と津別町

５０％で、前年度と同じ割合であります。 

 また、公債費の消防庁舎改築工事事業に

つきましては、消防本部及び通信指令施設

の面積案分による負担割合となっておりま

す。 

 美幌消防費及び公債費の車両整備事業等

につきましては、美幌町１００％の負担で

ございます。 

 令和２年度、広域事務組合の予算額は、

下段合計欄の１６億５,９１９万円で、負担

割合に基づく美幌町の負担につきましては

５億４,１３３万３,０００円、対前年度比

で１８.８％の増となっております。 

 組合の主な事業でございますが、火葬場

施設につきましては、火葬炉の耐火物修繕
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及び操作盤の更新整備、並びに遺族控室の

テーブル、椅子などの備品を購入し、火葬

炉の稼動に万全を期すとともに、施設利用

者の利便性向上に努めていまいります。 

 消防関係につきましては、消防庁舎建設

に係る建築主体、電気設備、機械設備など

の工事及び通信指令施設移設工事、庁用備

品の購入など、消防活動拠点施設の供用開

始に向け、事業を進めていまいります。 

 また、高規格救急自動車を更新整備し、

救急体制の充実強化を図り、高度な救急措

置の提供により、救命率の向上に取り組ん

でまいります。 

 予算参考資料につきましては、以上でご

ざいます。 

 次に、予算工事関係参考資料について御

説明いたしますので、ただいま説明いたし

ました予算参考資料の最後につづってある

令和２年度予算工事関係参考資料の１ペー

ジをお開き願います。 

 道路橋梁補修事業でございます。 

 図面番号①第８号道路東雲橋は、三橋南、

ダイソー様の東側に位置する橋長２７.６メ

ートルの橋梁であります。 

 本事業は、橋梁長寿命化修繕計画に基づ

く平成３１年度からの橋梁補修事業で、令

和２年度は、伸縮装置を片側交通規制によ

り更新する予定で、工事費は１,３３０万円

を計上しております。 

 財源につきましては、国庫補助金として、

社会資本整備総合交付金、補助率１０分の

６、補助残は過疎債で充当率１００％、う

ち、後年度元利償還金の７０％が交付税措

置されるものを活用した整備を予定してお

ります。 

 続いて、２ページをお開き願います。 

 道路整備事業でございます。 

 図面左上の図面番号①第５０３号、第５

１０号道路は、新町１丁目鈴木様宅から、

新町２丁目成田様宅までの車道幅員５.０メ

ートル、延長１５０メートルの改良舗装を

予定しております。 

 次に、図面右下の地図番号②第４２６号

道路は、稲美幸通から大西様宅までの道路

幅員５.５メートル、歩道幅員１.２５メー

トル、延長１９０メートルの改良舗装を予

定しております。 

 次に、図面上部にあります地図番号③第

５３２号、第５３４号道路は、報徳、陽光

台団地、川又様宅から水尾様宅までの車道

幅員５．５メートル、歩道幅員１.２５メー

トル、延長１０８メートルの改良舗装を予

定しております。 

 次に、図面下部にある地図番号④第１０

４号道路は、大通南２丁目、３丁目、国道

２４０号から嶺様宅までの車道幅員７.５メ

ートル、延長４５メートルの舗装補修を予

定しております。 

 次に、図面右、中央部の図面番号⑤、⑥

第９号道路は、三橋町２丁目、日の出２丁

目、高木様宅から三橋町１丁目、日の出１

丁目、パチンコひまわり様駐車場までの車

道幅員１１メートル、延長１６２メートル

の舗装補修と、歩道幅員３.５メートル、西

側延長１９２メートル、東側延長１６２メ

ートルの歩道の改良舗装を予定しておりま

す。 

 次に、図面中央部の図面番号⑦第８号道

路は、東町１丁目、美幌北炭様から國分様

宅までの車道幅員９.０メートル、延長１３

０メートルの舗装補修を予定しております。 

 同じく、図面中央部の図面番号⑧第８号

道路の歩道改良は、平成３０年度からの継

続路線で、東町２丁目国道３９号から、東

町１丁目東町集会室までの西側歩道、幅員

３.０メートル、延長１６８メートルの改良

舗装を予定しております。 

 ただいま御説明いたしました８本の道路

整備事業の工事費につきましては、１億６,

３６０万円を計上しており、いずれも過疎

債、充当率１００％、うち、後年度元利償

還金の７０％が交付税措置されるものを活

用した整備を予定しております。 

 続きまして、３ページをお開き願います。 
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 道路改築事業であります。 

 図面番号①第２６２号道路は、平成２８

年度から改良舗装を年次計画で実施してき

ており、令和２年度は、東１条南４丁目大

橋様宅から東１条南５丁目篠原様宅までの

車道幅員８.５メートル、歩道幅員２.５メ

ートル、延長２２０メートルの改良舗装を

行い、事業完了の予定でございます。 

 工事費は８,４００万円を計上しており、

財源内訳は、国庫補助金として社会資本整

備総合交付金、補助率１０分の６、補助残

は過疎債、充当率１００％、うち、後年度

元利償還金の７０％が交付税措置されるも

のを活用した整備を予定しております。 

 続きまして、４ページをお開き願います。 

 都市計画事業であります。 

 図面の上部にある四角の１から下部にあ

る四角の２１まで、国道７か所、道道１か

所、町道１３か所に公共施設への誘導看板

の設置、移設、表記修正等を行うものであ

ります。 

 工事費は１,３２２万４,０００円で、財

源は過疎債、充当率１００％、うち、後年

度元利償還金の７０％が交付税措置される

ものを活用した整備を予定しております。 

 以上、主要事業につきまして御説明申し

上げました。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩をします。 

 再開は、１３時３５分といたします。 

午後 ０時１９分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時３５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 引き続き、提案者からの説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 歳入について

御説明を申し上げますので、予算書の２０

ページ、２１ページをお開き願います。 

 １款町税につきましては、前年度から１,

５６４万１,０００円の増、総額で２２億１,

１６６万１,０００円を見込んでおります。 

 １項町民税、１目個人町民税は、大規模

事業所の給与所得及び農業所得の伸びによ

り、２,６３４万３,０００円の増、８億６,

１６６万２,０００円を見込んでおります。 

 ２目法人町民税は、法人税割の税率改正

により、７６５万９,０００円の減、１億２,

１８５万４,０００円を見込んでおります。 

 ３項軽自動車税は、令和元年１０月１日

の消費税率１０％の引上げに伴い、道税で

ある自動車取得税が廃止され、１０月１日

以降の軽自動車の取得に対しまして、新た

に環境性能割が創設されております。また、

現行の軽自動車税は、種別割に名称が変更

になっております。 

 ４項町たばこ税は、売上本数が減少傾向

にあることから、６２４万８,０００円の減、

１億５,５４１万５,０００円を見込んでい

るところでございます。 

 次に、２２、２３ページをお開きいただ

きたいと思います。 

 ２款地方譲与税につきまして、３,６１５

万円の増、総額で１億７,９０２万２,００

０円を見込んでおります。 

 １項地方揮発油譲与税は、揮発油、ガソ

リンに対して課される税で、地方揮発油税

の４２％が市町村に交付されますが、本年

度は３,６９１万４,０００円を見込んでお

ります。 

 ２項自動車重量譲与税は、自動車重量税

の１,０００分の４０７が市町村の道路延長

及び面積に基づき譲与されるもので、本年

度は１億９０４万３,０００円を見込んでお

ります。 

 ５項森林環境譲与税は、市町村が実施す

る森林整備事業に対して譲与されるもので、

３,２９１万５,０００円を見込んでいると

ころでございます。 

 次に、２４、２５ページをお開き願いま

す。 

 ３款利子割交付金につきましては、２６

０万１,０００円を見込んでいます。 
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 ２６、２７ページになります。 

 ４款配当割交付金は、４０４万５,０００

円を見込んでおります。 

 続いて、２８、２９ページになります。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金につきまし

ては、１６５万円を見込んでおります。 

 続いて、３０、３１ページになります。 

 ６款法人事業税交付金につきましては、

令和元年１０月１日の消費税率１０％の引

上げに伴い、地域間の税源の偏在性を是正

するため、北海道に納付された法人事業税

の１００分の７.７に相当する額が市町村に

交付されるもので、令和２年度においては

１,０５０万円を見込んでいるところでござ

います。 

 予算書の３２、３３ページになります。 

 ７款地方消費税交付金につきましては、

地方財政計画による消費税率の引上げ分を

勘案し、１,４４０万７,０００円の増、４

億２,６５３万２,０００円を見込んでおり

ます。 

 消費税は平成２６年４月より、地方消費

税と合わせた税率が５％から８％へ引上げ

になっておりますが、引上げ分の地方消費

税交付金につきましては、その全額を社会

保障経費に充てることになっております。 

 また、令和元年１０月１日の１０％引上

げ部分につきましても、同じく社会保障経

費に充てることになってございます。 

 なお、予算書参考資料の７９ページにそ

の使途について明示をしておりますので、

後ほど御参照いただければと思います。 

 続いて、３４、３５ページになります。 

 ８款自動車取得税交付金につきましては、

過年度生産分の科目設定として１,０００円

を計上しております。 

 ３６、３７ページになります。 

 ９款環境性能割交付金につきましては、

令和元年１０月１日の消費税率１０％の引

上げに伴い、自動車取得税が廃止され、新

たに創設された交付金でございまして、２,

６５６万円を見込んでおります。 

 続いて、３８、３９ページになります。 

 １０款国有提供施設等所在市町村助成交

付金につきましては、３２万６,０００円を

計上してございます。 

 次に、４０、４１ページになります。 

 １１款地方特例交付金は、税源移譲の影

響に伴い、国税である所得税から控除し切

れなかった住宅借入金等特別税額控除分を

地方税の個人住民税から控除した際に、そ

の個人住民税の減収分を補塡するために交

付されるものでございまして、４７３万１,

０００円を見込んでおります。 

 予算書の４２、４３ページになります。 

 １２款地方交付税につきましては、前年

度から６,５００万円の増、３８億９,５０

０万円を計上しております。 

 地方交付税につきましては、地方公共団

体が全国等しく行政サービスを提供できる

ように、財源調整及び財源保障の観点から、

一定のルールに基づいて国から交付される

財源でございます。 

 国におきましては、地方の所要の事業費

及び財源を確実に確保するため、幼児教

育・保育の無償化に係る地方負担分、会計

年度任用職員制度に伴う期末手当の支給等

に要する経費など、地方負担分を基準財政

需要額に算入することにより、令和２年度

の地方財政計画におきまして、出口ベース

で１６兆５,８８２億円を計上し、前年度２.

５％上回る総額が確保されているところで

ございます。 

 地方財政計画の見通し、さらには、令和

元年度決算見込みを勘案の上、美幌町に交

付される地方交付税を推計した結果、前年

度から６,５００万円の増額を計上したとこ

ろでございます。 

 ４４、４５ページになります。 

 １３款交通安全対策特別交付金につきま

しては、４４万２,０００円の減、２１１万

円を見込んでございます。 

 続いて、４６、４７ページ、１４款分担

金及び負担金になります。 
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 １億９２１万６,０００円の計上になりま

す。 

 主な減額の理由でございますが、２項負

担金、１目民生費負担金、２節児童福祉費

負担金のうち、保育料負担金について、３

歳児から５歳児の幼児教育無償化により、

対前年８６４万２,０００円の減となってご

ざいます。 

 次に、４８、４９ページをお開きいただ

きたいと思います。 

 １５款使用料及び手数料につきましては、

２,４４９万円の増、２億９,４４２万１,０

００円を見込んでおります。 

 主な増額の理由でございますが、１項使

用料、下段の６目教育使用料、２節保健体

育使用料のうち、予算書５０ページ、５１

ページになりますが、上から７行目の屋内

多目的運動場使用料につきまして、本年１

１月１日オープン後の使用料を計上してい

るところでございます。 

 また、２項手数料、２目衛生手数料、２

節清掃手数料のうち、し尿処理手数料及び

ごみ処理手数料につきましては、昨年１０

月１日の使用料・手数料改定に伴う増額を

見込んでおります。 

 次に、５２、５３ページになります。 

 １６款国庫支出金につきましては、国の

制度や事業の実施に伴う負担金及び補助金、

委託金を計上するもので、１２億８,５１２

万円を見込んでございます。 

 １項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、

２節児童福祉費負担金の子どものための教

育・保育給付費負担金及び子育てのための

施設等利用給付費負担金につきましては、

幼児教育・保育の無償化に伴う私立幼稚園、

認可外保育園への負担金を計上しておりま

す。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、

１節総務管理費補助金の二酸化炭素排出抑

制対策事業費補助金につきましては、役場

庁舎改築事業に伴う補助金の増額となりま

す。 

 ２目民生費国庫補助金、２節児童福祉費

補助金の保育所等整備交付金につきまして

は、私立幼稚園改修に伴う補助金を計上し

てございます。 

 続いて、５６、５７ページをお開きいた

だきたいと思います。 

 １７款道支出金でございますが、総額で

９億８,５２１万６,０００円を見込んでい

ます。 

 １項道負担金、１目民生費道負担金、２

節児童福祉費負担金の子どものための教

育・保育給付費負担金及び子育てのための

施設等利用給付費負担金につきましては、

幼児教育・保育の無償化に伴う私立幼稚園、

認可外保育園への負担金を計上してござい

ます。 

 ２項道補助金、２目民生費道補助金、２

節児童福祉費補助金の認定こども園施設整

備補助金につきましては、私立幼稚園改修

に伴う補助金になります。 

 また、一番下の４目農林水産業費道補助

金、１節農業費補助金のうち、次の５８、

５９ページになりますが、この段の一番下

の産地パワーアップ事業補助金２億３６７

万６,０００円につきましては、ＩＣＴ技術

の導入を図る美幌町農業ＩＣＴ推進協議会

に対する間接補助となります。 

 次に、６２、６３ページをお開き願いま

す。 

 １８款財産収入につきましては、総額で

３,６２５万１,０００円を予算計上してご

ざいます。 

 ６４、６５ページをお開きいただきたい

と思います。 

 寄附金につきましては、総額で４,５００

万４,０００円を見込んでおります。 

 １項、１目、１節一般寄附金のふるさと

寄附金でありますが、本年１月末現在のふ

るさと寄附金の総額が４,１５３万６,００

０円となってございますので、令和２年度

におきましては、当初４,３００万円を予算

計上しているところでございます。 
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 その下の企業版ふるさと寄附金につきま

しては、株式会社ワタミ様からの寄附金と

して１９９万７,０００円を見込んでの計上

となります。 

 次に、６６、６７ページをお開き願いま

す。 

 ２０款繰入金につきましては、各事業費

の財源に充てるため、それぞれの基金から

繰入れを行うもので、総額１１億４,１１４

万９,０００円を見込んでおります。 

 １目財政調整基金繰入金は、予算編成に

おきまして収支不足が生じたことから、そ

の財源といたしまして、１億６,９５２万円

を繰り入れるものであります。 

 ２目公共施設整備基金繰入金は、消防庁

舎の改築をはじめ、道路及び公園など公共

施設の整備に充てるための財源といたしま

して、１億６,５５０万円の繰入れを見込ん

でおります。 

 一つ飛んで、４目ふるさとづくり基金繰

入金は、未来のアスリート応援事業をはじ

め、中学校楽器購入、まちづくり活動奨励

事業など、ふるさと寄附金の寄附目的に合

わせた繰入れを行うもので、５,１１１万４,

０００円を見込んでございます。 

 少し飛んで、９目役場庁舎改築基金繰入

金でありますが、庁舎建設工事及び備品購

入などの経費といたしまして、５億７,５８

６万９,０００円の繰入れを予定しておりま

す。 

 一つ飛んで、１１目屋内多目的運動場整

備基金繰入金は、建設工事及び備品購入な

どに１億３,１６７万５,０００円の繰入れ

を行おうとするものであります。 

 一番下の１２目森林環境譲与税基金繰入

金につきましては、森林整備及びその促進

に必要な事業に要する経費として３２１万

４,０００円の繰入れを見込んでございます。 

 次に、６８、６９ページになります。 

 ２１款繰越金につきましては、令和元年

度繰越金といたしまして１,０００万円を計

上してございます。 

 続いて、７０、７１ページになります。 

 ２２款諸収入でございますが、各費目に

該当しない収入を計上するもので、４億６,

７４８万９,０００円を見込んでおりますが、

前年度と大きな変更点はございません。 

 次に、少し飛んで７６、７７ページをお

開きいただきたいと思います。 

 ２３款町債につきましては、総額で２９

億１,３７０万５,０００円を計上しており

ますが、詳細につきましては第３表の地方

債において御説明を申し上げましたので、

ここでは省略させていただきたいと思いま

す。 

 以上、令和２年度の一般会計予算につき

まして、御説明を申し上げました。よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） 議案の１７８

ページでございます。 

 議案第１７号令和２年度美幌町国民健康

保険特別会計予算について御説明いたしま

す。 

 別冊の予算書２７５ページをお開き願い

ます。 

 令和２年度美幌町の国民健康保険特別会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ２６億１,３６４万７,０００円

と定める。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

 ２９６、２９７ページをお開き願います。 

 ３、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般

管理費８,８６１万７,０００円の主なもの

は、職員９名分の人件費及びレセプト点検

員など会計年度任用職員３名の報酬と電算

システム等の事務費でございます。 

 ほかについては、前年度と大きく変わり

ありません。 

 ２目連合会負担金９０４万２,０００円は、
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北海道国民健康保険団体連合会に対する負

担経費でございます。 

 業務の効率化が図られることから、平成

３０年度から運用開始されている北海道ク

ラウドで、令和２年度から加入するための

道クラウド運用負担金６５４万７,０００円

と、道クラウド機能強化負担金２５万２,０

００円、道クラウドオンライン資格確認等

連携作業負担金６万２,０００円を新規に計

上しております。 

 一番下の２項徴税費２０４万１,０００円

につきましては、次の２９８、２９９ペー

ジをお開き願います。 

 国民健康保険税の賦課徴収に係る経費で

ございます。 

 ３項運営協議会費１２万９,０００円につ

きましては、国民健康保険運営協議会委員

報酬であります。 

 ４項趣旨普及費４６万６,０００円の主な

ものは、国保制度周知及びジェネリック使

用啓発用パンフレットであります。 

 ３００、３０１ページをお開き願います。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費１５億６

８５万５,０００円、２項高額療養費２億１,

６１７万６,０００円につきましては、過去

の受診件数、療養給付費等の実績を推計し、

計上しております。 

 ２目高額合算療養費につきましては、同

じ世帯で医療費と介護サービス費の両方の

負担があり、合算した年間の負担額が規定

の自己負担額を超えた場合の経費でござい

ます。 

 ３項移送費１５万円につきましては、移

動が困難な被保険者が医師の指示により緊

急的な必要性がある場合に要する経費であ

ります。 

 ４項出産育児諸費１,０５０万６,０００

円につきましては、次の３０２、３０３ペ

ージをお開き願います。 

 前年度と同じ、２５名分の出産育児一時

金を計上しております。 

 ５項葬祭諸費９０万円につきましては、

過去の実績により前年度より１５名減の３

０名分の葬祭費を見込んでおります。 

 ３０４、３０５ページをお開き願います。 

 ３款国民健康保険事業費納付金につきま

しては、本町の医療費及び所得水準に基づ

き、北海道から示された納付金７億４,４９

９万１,０００円を計上しています。後期高

齢者支援金との精算分の増に伴い、前年度

対比で６８７万４,０００円の増額となって

おります。 

 内訳につきましては、医療給付費分５億

２,４９４万６,０００円、後期高齢者支援

金分１億５,９５０万９,０００円、介護保

険納付金分６,０５３万６,０００円でござ

います。 

 ３０６、３０７ページをお開き願います。 

 ４款財政安定化基金拠出金３,０００円に

つきましては、特別な事情により保険料が

不足する市町村に、北海道国民健康保険財

政安定化基金貸付交付事業等事務取扱要領

に基づき、不足する保険料必要相当額につ

いて財政安定化基金から交付し、国、道、

市町村において３分の１ずつ拠出するもの

です。 

 北海道胆振東部地震により、厚真町、安

平町、むかわ町に係る平成３０年度事業交

付額として１４９万７,０００円の交付があ

り、その３分の１である４９万９,０００円

を全道市町村で拠出するもので、美幌町分

として２,４２７円を拠出するものです。 

 ３０８、３０９ページをお開き願います。 

 ５款保健事業費、１項保健事業費、７８

４万４,０００円につきましては、生活習慣

病予防や健康増進などの健康づくりに関す

る教室や講習会の開催及びがん検診、個別

予防接種等に係る経費であります。 

 ２項特定健康診査等事業費１,６８１万６,

０００円につきましては、医療費増大の要

因の一つであるメタボリックシンドローム

を予防し、生活習慣病の重症化を防ぐこと

を目的に、４０歳から７４歳までを対象に

生活改善を指導するための健康診査、保健
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指導に係る経費でございます。 

 このページの一番下の特定健診受診率向

上支援等共同事業負担金につきましては、

令和２年度から北海道国民健康保険団体連

合会が、北海道全体の特定健診受診率向上

を目指し、共同事業によって国保データベ

ースシステム等を分析し、選定した被保険

者に対し個別に特定健診の受診勧奨を行う

もので、３７６万９,０００円を新規に計上

しております。 

 ３１２、３１３ページをお開き願います。 

 ６款基金積立金につきましては、前年度

と大きな変更はございません。 

 ３１４、３１５ページをお開き願います。 

 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算

金につきましては、前年度と大きな変更は

ございません。 

 ２項繰出金につきましては、国保病院の

直営診療施設健康管理事業等に係る費用に

ついて、保険給付等特別交付金の実績を見

込み、７００万円を計上しております。 

 その下の国保診療報酬支払基金委託金に

つきましては、制度改正に伴い廃項となり

ます。 

 ３１６、３１７ページをお開きください。 

 ８款予備費につきましては、前年度と大

きな変更はございません。 

 ３１８、３１９ページをお開きください。 

 共同事業拠出金につきましては、制度改

正に伴い廃款となります。 

 歳出は、以上であります。 

 次に、歳入を御説明いたしますので、２

８４、２８５ページをお開き願います。 

 ２、歳入。 

 １款国民健康保険税は、総額５億８,３５

３万２,０００円で、前年度対比２,１０７

万７,０００円の増額であります。 

 被保険者数が減少しておりますが、給与

所得及び農業所得の増によるものでありま

す。 

 ２８６、２８７ページをお開き願います。 

 ２款道支出金１７億８,４４８万８,００

０円は、北海道から交付される保険給付費

に要する保険給付費等普通交付金１７億３,

４５８万７,０００円と予防・健康づくりに

取り組む保険者に対する保険者努力支援金

及び特別調整交付金などの保険給付等特別

交付金４,９９０万１,０００円を計上して

おります。 

 被保険者数の減少に伴い、保険給付費等

普通交付金が６９５万３,０００円の減額と

なっております。 

 ２８８、２８９ページをお開き願います。 

 ３款財産収入１０万１,０００円は、国民

健康保険基金の利子等でございます。 

 ２９０、２９１ページをお開き願います。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一

般会計繰入金の保険基盤安定繰入金軽減分

７,３０２万１,０００円につきましては、

低所得者の保険料軽減分の公費負担分で、

一般会計に収入される北海道負担金分４分

の３と美幌町負担分４分の１を繰り入れる

ものであります。 

 その下の保険基盤安定繰入金支援分４,５

５２万６,０００円については、低所得者数

に応じ、保険税額の一定割合の公費負担分

で、一般会計に収入される国負担分２分の

１と北海道負担分４分の１と美幌町負担分

４分の１を繰り入れるものであります。 

 その下の事務費等繰入金９,１６９万８,

０００円については、国保事業の運営に要

する職員９名分の人件費及びレセプト点検

員などの会計年度任用職員と電算システム

等の事務費を繰り入れるものであります。 

 その下の出産育児一時金等繰入金７００

万円については、出産育児一時金の３分の

２を繰り入れるものであります。 

 その下の財政安定化支援事業繰入金９８

７万８,０００円については、交付税措置さ

れる国保財政安定化支援分を繰り入れるも

のであります。 

 その下のその他一般会計繰入金３０９万

８,０００円については、地方単独事業の医

療費に係る減額調整分を繰り入れるもので
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あります。 

 ２項基金繰入金１,２２３万４,０００円

につきましては、国民健康保険事業費納付

金等の収入不足を補塡するため、国民健康

保険基金より繰入れするものであります。 

 なお、この繰入れの結果、令和２年度末

の基金残高は１億８,６２６万５,０００円

の見込みであります。 

 ２９２ページ以降の５款繰越金、６款諸

収入につきましては、前年度と大きな変更

はございません。 

 国民健康保険特別会計は以上でございま

す。 

 続きまして、議案の１７９ページでござ

います。 

 議案第１８号令和２年度美幌町後期高齢

者医療特別会計予算について御説明申し上

げます。 

 別冊の予算書３２９ページをお開き願い

ます。 

 令和２年度美幌町の後期高齢者医療特別

会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ３億２,０１１万１,０００円と

定める。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

 ３４４、３４５ページをお開き願います。 

 ３、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、９５４万

９,０００円の主なものにつきましては、職

員１名分の人件費と電算システム等の事務

費であります。 

 ２項徴収費３１万８,０００円については、

保険料の徴収に係る経費であります。 

 ３４６、３４７ページをお開き願います。 

 ２款、１項後期高齢者医療広域連合納付

金、３億９９３万４,０００円につきまして

は、次期標準システム機器更新に係る費用

の積立てにより、事務費負担金が前年度対

比８２万円増の９０８万円、被保険者の増

により、保険料等負担金は前年度対比２,０

９２万１,０００円増の３億８５万４,００

０円でございます。 

 ３４８ページ以降の３款諸支出金、４款

予備費については、前年度と変更ございま

せん。 

 歳出は以上であります。 

 次に、歳入を御説明いたしますので、３

３６、３３７ページをお開き願います。 

 ２、歳入。 

 １款、１項後期高齢者医療保険料２億１,

７３９万６,０００円につきましては、被保

険者の増及び保険料特別軽減の見直しに伴

い、前年度対比１,４１２万２,０００円の

増額を見込んでおります。 

 ３３８、３３９ページをお開き願います。 

 ２款繰入金、１項一般会計繰入金、１目

事務費繰入金１,８９５万５,０００円につ

きましては、広域連合への事務費負担金と

職員１名分の人件費、事務費の繰入金であ

ります。 

 その下２目保険基盤安定繰入金８,３４５

万６,０００円につきましては、保険料の低

所得者に対する７割、５割、２割の政令本

則の軽減分について、一般会計で収入され

る４分の３の北海道負担金に美幌町負担分

４分の１を加えた繰入金でございます。 

 ３４０ページの３款繰越金以降につきま

しては、前年度と大きな変更はございませ

ん。 

 後期高齢者医療特別会計は以上でござい

ます。 

 続きまして、議案の１８０ページでござ

います。 

 議案第１９号令和２年度美幌町介護保険

特別会計予算について御説明申し上げます。 

 別冊の予算書３５９ページをお開き願い

ます。 

 令和２年度美幌町の介護保険特別会計の

予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳
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出それぞれ１９億６,１７２万１,０００円

と定める。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

 ３８４、３８５ページをお開き願います。 

 ３、歳出について御説明いたします。 

 １款総務費、１項総務管理費３,３６５万

４,０００円の主なものについては、職員４

名分の人件費と電算システム等の事務費で

あります。 

 ３年ごとに行われる介護保険制度の抜本

改正に伴う電算システム改修委託料として

４６２万円を計上しております。 

 ほかにつきましては、前年度と大きく変

わりありません。 

 その下の２項徴収費４１万７,０００円に

ついては、介護保険料の賦課徴収に係る経

費であります。 

 その下の３項介護認定審査会費１,８３６

万円は、１目介護認定審査会費で、介護認

定審査会の運営に係る経費５９２万１,００

０円と、次の３８６、３８７ページの２目

認定調査費において、介護認定調査に係る

会計年度任用職員報酬及び訪問調査委託料

の経費１,２４３万９,０００円を計上して

おります。 

 ３８８、３８９ページをお開き願います。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸

費１６億２２５万円、２項介護予防サービ

ス等諸費５,９２７万５,０００円につきま

しては、介護保険事業計画に基づき計上し

ております。 

 一番下の３項高額介護サービス等費４,０

０４万円につきましては、自己負担の合計

額が一定の額を超えた場合に、超えた分を

払い戻す制度で、実績見込みにより前年度

より１０５万４,０００円の増額であります。 

 ３９０、３９１ページをお開き願います。 

 ４項高額医療合算介護サービス等費６３

１万７,０００円につきましても、実績見込

みにより、前年度より１６万６,０００円の

増額であります。 

 その下の５項特定入所者介護サービス等

費８,１６４万４,０００円につきましては、

低所得の利用者に対する施設サービス利用

等に係る保険給付対象外の食費、居住費に

対して、施設の設定金額と所得段階ごとに

設けられた負担限度額との差額を給付する

制度で、実績見込みにより前年度より２１

４万７,０００円の増額であります。 

 ６項その他諸費１８１万２,０００円は、

介護給付費審査支払手数料であります。 

 ３９２、３９３ページをお開き願います。 

 ３款地域支援事業費、１項介護予防・日

常生活支援総合事業費、１目介護予防・生

活支援サービス事業費５,３８２万４,００

０円につきましては、要支援１・２及び事

業対象者が利用する訪問介護、通所介護、

介護予防、ケアマネジメント等の費用でご

ざいます。 

 ２目一般介護予防事業費１,１４６万８,

０００円は、生活習慣病の予防、介護予防

等に係る費用でございます。 

 会計年度任用職員制度に伴い、運動指導

業務負担金が前年度より１４３万４,０００

円増額となっております。 

 ２項包括的支援事業費・任意事業費、１

目包括的支援事業費３,１９８万２,０００

円の主なものは、地域包括支援センター運

営委託料３,０３３万８,０００円と、生活

支援体制整備事業経費５８万１,０００円と、

次の３９４、３９５ページの認知症施策推

進事業経費７０万６,０００円でございます。 

 ２目任意事業費２,０２２万７,０００円

につきましては、認知症高齢者見守り事業、

非課税世帯へ紙おむつを支給する家族介護

支援事業、成年後見制度利用支援事業、在

宅高齢者配食事業、シルバーハウジング事

業等の費用のほか、介護保険事業所が作成

する居宅介護サービス計画の点検、指導を

行うための専門職として、新規に会計年度

任用職員１名採用のための費用２７１万７,

０００円を計上しております。 

 ３９６ページ以降の４款基金積立金、５
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款諸支出金、６款予備費につきましても、

前年度から大きな変更はございません。 

 歳出は以上でございます。 

 次に、歳入を御説明いたしますので、３

６６、３６７ページをお開き願います。 

 ２、歳入。 

 １款保険料、１項介護保険料３億７,８１

５万２,０００円につきましては、平成３０

年度から平成３２年度までの第７期介護保

険事業計画に基づいて、３年間の介護保険

事業量を見込み、それに伴う第１号被保険

者の保険料２３％分として、普通徴収分、

特別徴収分を計上しています。 

 ３６８、３６９ページをお開き願います。 

 ２款分担金及び負担金、１項負担金、１

目認定審査会負担金２９６万８,０００円は、

美幌地域３町介護認定審査会費の経費を高

齢者人口及び審査件数等により、津別町２

３.５９％、大空町２６.７０％、美幌町４

９.７１％に案分し、津別町、大空町からの

負担金であります。 

 ２目利用者負担金９万３,０００円につき

ましては、シルバーハウジング入居者負担

金でございます。 

 ３７０、３７１ページをお開き願います。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金、３億

２,６９５万３,０００円につきましては、

居宅介護サービス費２０％、施設介護サー

ビス費１５％の介護給付費に係る国庫負担

分でございます。 

 その下の２項国庫補助金、１目調整交付

金につきましては、高齢者の割合と所得水

準の格差を調整するための交付金で、給付

費総額の７.５１％、１億３,４５２万９,０

００円を見込んでおります。 

 ２目保険者機能強化推進交付金２００万

円につきましては、高齢者の自立支援、重

度化防止に対する取組の支援として、平成

３０年度に創設された制度で、取組の評価

指標により算出された点数により交付され

るものであります。 

 ３項地域支援事業交付金、１目介護予

防・日常生活支援総合事業交付金１,０７３

万３,０００円につきましては対象事業費の

２５％が、２目包括的支援事業・任意事業

交付金１,２１４万１,０００円につきまし

ては対象事業費の３８.５％が交付されるも

のです。 

 ３７２、３７３ページをお開き願います。 

 ４款、１項支払基金交付金４億８,３６６

万２,０００円、２項地域支援事業交付金１,

１５９万１,０００円につきましては、介護

給付費と地域支援事業に係る支払基金が負

担する２７％分の交付金であります。 

 ３７４、３７５ページをお開き願います。 

 ５款道支出金、１項道負担金、２億５,５

２３万４,０００円につきましては、居宅介

護サービス費１２.５％、施設介護サービス

費１７.５％の北海道の負担分でございます。 

 ２項地域支援事業交付金、１目介護予

防・日常生活支援総合事業交付金５３６万

６,０００円につきましては対象事業費の１

２.５％が、２目包括的支援事業・任意事業

交付金６０７万円につきましては対象事業

費の１９.２５％が交付されるものです。 

 ３７６、３７７ページの６款財産収入４

万円は、介護保険基金の利子でございます。 

 ３７８、３７９ページをお開き願います。 

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目

介護給付費繰入金２億２,３９１万８,００

０円につきましては、介護給付費に対する

１２.５％の町負担分であります。 

 ２目地域支援事業繰入金５,０８４万８,

０００円につきましては、介護予防・日常

生活支援総合事業分が１２.５％の２,４２

０万１,０００円、包括的支援事業・任意事

業分が１９.２５％のルール分６５１万９,

０００円と２,０１２万８,０００円の町単

独負担分であります。 

 ３目低所得者保険料軽減繰入金は、第１

号被保険者の第１階層の軽減分について、

一般会計で収入される２分の１の国負担金

と４分の１の北海道負担金に、町負担分４

分の１を加えた３９２万６,０００円であり
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ます。 

 ４目その他一般会計繰入金４,９４５万円

につきましては、職員４名分の人件費及び

事務費の繰入れであります。 

 ２項基金繰入金４００万円につきまして

は、歳出の不足分を介護保険基金から繰入

れするものであります。 

 なお、令和２年度末基金残高は、３,００

９万３,０００円の見込みであります。 

 ３８０ページ以降につきましては、前年

度と大きな変更はございません。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩をします。 

 再開は、１４時３５分といたします。 

午後 ２時２１分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時３５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 引き続き、提案者からの説明を求めます。 

 建設水道部長。 

○建設水道部長（川原武志君） 議案書の

１８１ページをお開きください。 

 議案書の１８１ページ、議案第２０号令

和２年度美幌町公共下水道特別会計予算に

ついてであります。 

 説明につきましては、別冊の予算書によ

り御説明申し上げますので、予算書の４１

１ページをお開き願います。 

 令和２年度美幌町の公共下水道特別会計

の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ９億９,２５５万９,０００円と

定める。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げます。 

 地方債。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の

規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法は、第２表、地方債で御説明を

申し上げます。 

 一時借入金。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２

項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、６億円と定める。 

 次に、４１４ページをお開き願います。 

 第２表、地方債であります。 

 初めに、公共下水道事業の限度額６,７３

０万円で、この内訳は、工事監理や実施設

計、価格調査などの業務委託４件と、終末

処理場非常用発電設備更新工事が１件、下

水道長寿命化管渠更新が１件、公共汚水ま

す設置工事が１件の計７件の事業費から補

助金を差し引いた額を公共下水道事業債で

借入れするもので、起債の充当率は１０

０％であります。 

 業務委託の内容は、後ほど事項別明細で、

管渠更新工事の内容につきましては、工事

関係参考資料で御説明申し上げます。 

 その下の下水道資本費平準化債の限度額

５,０２０万円は、施設整備に投資した起債

償還額を耐用年数に沿って平準化し、単年

度の負担軽減を図る目的で借入れするもの

でございます。 

 その下の公共下水道事業特別措置分の限

度額１,９６０万円は、平成１８年度に繰出

し基準の見直しで交付税措置される事業費

補正で、元利償還金の７０％から６０％に

減額されたことに伴い、その差の分が特別

措置分として起債発行が認められているも

のでございます。 

 起債限度額の合計につきましては１億３,

７１０万円で、起債の方法、利率、償還の

方法は記載のとおりでございます。 

 次に、歳出から御説明させていただきま

すので、４３２、４３３ページをお開き願

います。 

 ３、歳出。 

 １款、１項、１目一般管理費８,０９２万

１，０００円は、職員４名分の人件費と事

務経費を計上しております。 
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 中ほどの業務委託料、使用料収納事務委

託料２,３１６万円は、下水道使用料の賦課

徴収業務を水道事業に委託しておりますの

で、その事務経費を水道事業会計に支払う

ものでございます。 

 その一つ下の負担金のうち、上から６行

目の水道事業会計負担金３２９万２,０００

円は、下水道の排水設備の新設や改造の受

付と検定を水道事業に委託しているので、

その経費を水道事業会計に支払うものでご

ざいます。 

 公課費２,０８２万円は、消費税を計上し

ております。 

 次に、２目維持管理費２億７,６５２万９,

０００円は、処理場施設の維持管理費と下

水道関係の維持管理費用を計上しておりま

す。 

 １、終末処理場維持管理事業の燃料費７

９３万円７,０００円は、処理場ボイラー用

Ａ重油で、単価減に伴い、昨年度より７６

万６,０００円の減となっております。 

 その下の光熱水費３,６６５万３,０００

円は、処理場と５か所のマンホールポンプ

で使用している電気料と水道使用料であり、

前年度の使用実績から、昨年度より２２０

万１,０００円の増となっています。 

 その下の修繕料３,６２０万６,０００円

は、処理場の機器類の修繕で、令和２年度

は２１の機器のオーバーホールなどを行う

もので、昨年度より７１万３,０００円の減

となっております。 

 このページの最後の行でございます。 

 産業廃棄物処理委託料１,３５８万５,０

００円は、下水処理後の脱水汚泥の処理費

用を計上しております。 

 次に、４３４、４３５ページをお開き願

います。 

 上から２行目、処理場維持管理業務委託

料１億５,２１３万円は、処理場の維持管理

業務の委託費用であり、平成３１年度から

令和３年度までの３か年の長期継続契約の

２年目であります。 

 その下の電気保安管理業務委託料６２万

５,０００円は、終末処理場の年１回の受電

設備総合点検を委託しようとするものでご

ざいます。 

 その下の機械器具２２１万５,０００円は、

老朽化した維持管理用機器を更新するもの

でございます。 

 その下の２、公共下水道管渠維持管理事

業の修繕料１,４９５万６,０００円は、道

路用のマンホールの修繕や、公共汚水ます

との段差によるつまずきや車両等破損防止

のため、公共汚水ますの切下げを行うため

の修繕料で、全体で１２３個分を計上して

おります。 

 また、老朽化した雨水マンホールの蓋の

取替え修繕２２か所、新たな取付けが１か

所のため、昨年度より１５万円の減となっ

ております。 

 その四つ下の管渠清掃委託料５５６万円

は、青山北ほか２地区の汚水管、口径２０

０ミリメートルから２５０ミリメートルの

８,０７０メートルの清掃を予定しておりま

す。 

 次に、３目建設費１億７,０４９万４,０

００円は、下水道施設の設備などの更新工

事で、前年に比較して４９３万８,０００円

の減でありますが、主に終末処理場機械及

び電気設備更新に係る工事及び実施設計等

によるものであります。 

 四つ下の業務等委託料の下水道ストック

マネジメント修繕・改築計画策定業務委託

料３,４００万円は、下水道管渠施設につい

て、平成２９年度に作成した下水道ストッ

クマネジメント基本計画に基づき、管渠の

点検調査を行い、修繕・改築計画の策定ま

でを行おうとするものでございます。 

 その下でございます。 

 下水道管渠資材実勢価格調査業務委託料

１００万円は、下水道管渠更新に係る資材

の価格調査を行うものでございます。 

 その下の終末処理場非常用発電設備更新

工事監理委託料２２０万円は、昭和５６年
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に整備し、３９年が経過した非常用発電設

備の更新工事を行うための工事監理を委託

するものでございます。 

 その下の終末処理場受変電設備実勢価格

調査業務委託料２００万円につきましては、

受変電設備の更新に係る設備の価格調査を

行うものでございます。 

 その下の実施設計等委託料の終末処理場

受変電設備実施設計委託料６００万円は、

受変電設備の更新を行うためのものでござ

います。 

 その四つ下の工事請負費の公共汚水ます

設置工事の６９０万円は、１３か所分の設

置工事を見込んでおります。 

 その下の下水道長寿命化計画管渠更新工

事３,５８０万円は、後ほど予算工事関係参

考資料で御説明申し上げます。 

 その下の終末処理場非常用発電設備更新

工事８,２００万円は、平成３１年度から令

和２年度までの２か年での更新工事であり、

２年目に当たる今年度は、機械の搬入、据

付け撤去、仮設電気の据付け撤去、試験運

転調整等を予定しているもので、工事完了

を予定しております。 

 この整備は、国庫補助金として社会資本

整備総合交付金、補助率５５％、補助残は

公営企業債、充当率１００％での整備を予

定しております。 

 次に、４３６ページ、４３７ページをお

願いします。 

 公共下水道債の元金及び利子の償還金に

ついてです。 

 次の４３８、４３９ページは、予備費を

計上しております。 

 歳出は、以上でございます。 

 次に、歳入について御説明申し上げます

ので、４１８、４１９ページにお戻りくだ

さい。 

 ２、歳入。 

 １款、１項、１目下水道受益者負担金等

は、新たに下水道区域となった際に５年間

の分割で納付していただくもので、新規分

１件と現在納付中の４件２４万３,０００円

を計上しております。 

 その下の２目一般会計負担金２,６５５万

２,０００円は、し尿等を終末処理場で受け

入れていることから、処理経費を一般会計

に求めるものでございます。 

 その下の３目個別排水処理特別会計負担

金は１４５万３,０００円で、個別排水処理

特別会計の事務を下水道事業で行っている

ことから、人件費の４０％相当の負担を求

めるものでございます。 

 次に、４２０、４２１ページをお開き願

います。 

 ２款、１項、１目下水道使用料３億９,１

８３万３,０００円は、現年度分３億８,９

６５万８,０００円と過年度分２１７万５,

０００円を見込んでおります。 

 次に、４２２、４２３ページをお開き願

います。 

 ３款、１項、１目公共下水道費国庫補助

金８,５６０万円でありますが、この内訳に

つきましては、工事監理や実施設計、価格

調査などの業務委託料に係る補助金が５業

務で、補助率１０分の５で２,２６０万円、

終末処理場非常用発電設備更新工事に係る

補助金が１工事で、補助率１０分の５.５で

４,５１０万円、下水道長寿命化管渠更新工

事に係る補助金が１工事で、補助率が１０

分の５で１,７９０万円、合わせて８,５６

０万円を見込んでおります。 

 次に、４２４、４２５ページをお開き願

います。 

 ４款、１項、１目一般会計繰入金３億４,

９２１万円は、総務省通知の繰り出し基準

に定められている基準内繰入れ３億３,８６

０万円を含む一般会計からの繰入金であり

ます。 

 次のページの繰越金、その次のページの

諸収入の説明は省略させていただきまして、

４３０、４３１ページの７款町債につきま

しても、先ほど、第２表、地方債で御説明

いたしましたので、省略させていただきま
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す。 

 続きまして、予算工事関係参考資料につ

いて御説明させていただきます。 

 別とじとなっております図面等の参考資

料の５ページをお開き願います。 

 公共下水道建設事業（管渠）でございま

す。 

 工事概要は、管渠更新２７１.５４メート

ルとマンホール蓋の取替え３０か所でござ

います。 

 管渠更新は、設置から既に３９年から４

０年が経過した管渠の更新工事であります。 

 図面の①栄町４丁目、阿寒バス駐車場北

側、延長４８.０９メートルでございます。

図面の②同じく栄町４丁目、阿寒バス駐車

場東側、延長３２.８８メートルでございま

す。図面の③栄町４丁目、小椋様宅から北

嶋様宅までの延長３４.８３メートルでござ

います。④栄町１丁目、阪井様宅から杉原

様宅までの延長３６.５メートルでございま

す。図面番号⑤栄町２丁目、共栄ハイツ様

前、延長３０.８１メートルでございます。

図面の⑥は、栄町３丁目、コーポフレッシ

ュ様前、延長４４.９８メートルでございま

す。図面番号⑦栄町３丁目、こども食堂様

からビホロハイツ様まで、延長４３.４５メ

ートル、これらの合計２７１.５４メートル

の管渠の更新工事を予定しております。 

 工事費は３,５８０万円を計上しており、

その整備は、国庫補助金として社会資本整

備総合交付金、補助率５０％、補助残につ

きましては公営企業債、充当率１００％を

充当して整備を予定しております。 

 以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案書の１８２ページ、議

案第２１号令和２年度美幌町個別排水処理

特別会計予算についてであります。 

 説明につきましては、別冊の予算書によ

り御説明申し上げますので、予算書の４４

９ページをお開き願います。 

 令和２年度美幌町の個別排水処理特別会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ１億９００万４,０００円と定め

る。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げます。 

 地方債。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の

規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法は、第２表、地方債で御説明申

し上げます。 

 一時借入金。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２

項の規定による一時借入金の借入れ最高額

につきましては１,０００万円と定める。 

 次に、４５２ページをお開き願います。 

 第２表、地方債であります。 

 個別排水処理施設整備事業の限度額３,５

２０万円であります。今年度は１０戸の設

置を予定しておりまして、下水道債と辺地

債及び過疎債を併用いたします。 

 次に、歳出から御説明いたしますので、

４６８、４６９ページをお開き願います。 

 ３、歳出。 

 １款、１項、１目一般管理費１８８万８,

０００円は、個別排水処理に関する事務経

費を計上しております。 

 次に、２目維持管理費３,４９６万９,０

００円は、現在設置されている個別排水処

理施設３１３基の維持管理に係る費用で、

前年に比較して２８８万７,０００円の増は、

手数料の改定及び平成３１年度設置の浄化

槽の維持管理費が増えたことによるもので

ございます。 

 修繕料５９０万６,０００円は、浄化槽ポ

ンプの空気調整弁交換や、ろ過材の入替え、

ブロアポンプなどの修繕を行う費用で、そ

の下の手数料５７７万４,０００円は、浄化

槽法による水質検査手数料と汚泥処理手数

料でございます。 
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 その下の施設保守点検委託料９０８万５,

０００円は、浄化槽法による年３回の保守

点検委託料でございます。 

 その下の清掃業務委託料１,４２０万４，

０００円は、浄化槽内の汚泥くみ取り、洗

浄を行うものでございます。 

 ３目建設費３,８１８万９,０００円は、

個別浄化槽設置工事費用で、令和２年度は

５人槽４基、７人槽４基、１０人槽２基の

計１０戸分を予定しております。 

 次に、４７０、４７１ページをお開き願

います。 

 ２款、１項、１目個別排水処理事業元金

償還金２,６８２万３,０００円、その下の

利子償還金７１２万５,０００円は、平成３

１年度に借入れをいたしました起債の元金

と利子の償還でございます。 

 次に、４７２、４７３ページには予備費

を計上しております。 

 以上、歳出を御説明させていただきまし

た。 

 次に、歳入について御説明申し上げます

ので、４５６、４５７ページにお戻り願い

ます。 

 ２、歳入。 

 １款、１項、１目個別排水処理施設受益

者分担金１９０万３,０００円は、今年度予

定しております１０戸分の受益者分担金で

ございます。 

 次に、４５８ページ、４５９ページをお

開き願います。 

 ２款、１項、１目個別排水処理施設使用

料、２,３９４万８,０００円は、平成３１

年度までに設置いたしました３１３基と令

和２年度に予定している１０戸分の使用料

であります。 

 次に、４６０、４６１ページをお開き願

います。 

 ３款、１項、１目一般会計繰入金４,７７

７万１,０００円は、総務省通知の繰出し基

準で定められている基準内繰り入れ２,３７

６万３,０００円を含む一般会計からの繰入

金であります。 

 次のページの繰越金、その次のページの

諸収入の説明につきましては省略させてい

ただき、４６６、４６７ページの６款町債

につきましては、第２表、地方債で御説明

いたしましたので、省略させていただきま

す。 

 以上、御説明申し上げましたので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案１８３ページ、議案第

２２号令和２年度美幌町水道事業会計予算

についてであります。 

 説明につきましては、予算書により御説

明申し上げますので、別冊の予算書４７９

ページをお開き願います。 

 総則。 

 第１条、令和２年度美幌町の水道事業会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 業務の予定量。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおりと

する。 

 （１）給水戸数は８,６４４戸であります。 

 （２）年間総給水量は１９２万６,０００

立方メートルでございます。 

 （３）１日平均給水量は５,２７６立方メ

ートルであります。 

 （４）主要な建設事業につきましては、

資本的収入及び支出で御説明申し上げます。 

 収益的収入及び支出、第３条と、次の４

８０ページ第４条につきましては、予算実

施計画書及び説明書で御説明申し上げます。 

 企業債。 

 第５条、初めに水道施設整備事業、限度

額２億２,８４０万円でありますが、内容に

つきましては、日並浄水場天日乾燥施設整

備工事ほか３件で、詳細は歳出で説明させ

ていただきます。 

 その下の水道管路整備事業、限度額４,６

６０万円でありますが、内容につきまして

は、排水管新設工事２路線、配水管布設替

え工事３路線の計５路線で、詳細は、後ほ

ど予算工事参考資料で説明させていただき
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ます。 

 その下の水道施設等耐震化事業浄水場、

限度額１,３５０万円でありますが、内容に

つきましては、日並浄水場耐震補強工事を

行うものでございます。 

 その下の水道施設等耐震化事業送水管、

限度額１億１,６５０万円でありますが、内

容につきましては、日並浄水場から田中配

水池までの基幹管路更新工事を行うもので

ございます。 

 その下の量水器収納筐設置事業、限度額

１,８６０万円でありますが、内容につきま

しては、平成２４年度から１１年間の計画

で伸縮式の量水器筐に交換整備するもので、

令和２年度は２３４戸分を計上しておりま

す。 

 いずれも企業債の充当率は１００％で、

起債の方法、利率、償還の方法は、記載の

とおりでございます。 

 次に、４８１ページをお開き願います。 

 第６条、一時借入金の限度額は、１億円

と定めるものでございます。 

 議会の議決を経なければ流用することの

できない経費、第７条、たな卸資産購入限

度額、第８条につきましては、記載のとお

りであります。 

 次に、４８２、４８３ページをお開き願

います。 

 予算実施計画書及び説明書の収益的収入

及び支出の収入であります。 

 １款、１項、１目給水収益４億２,４７９

万１,０００円は、平成３１年度の決算見込

みを踏まえ、増額の計上となっております。 

 その下の４目その他営業収益の５節雑収

益の中の下水道使用料賦課徴収受託料２,３

１６万円は、下水道使用料の賦課徴収業務

費用を公共下水道特別会計から受けるもの

で、下水道使用料調定件数割合で求めた４

８.４４％で算出したものであります。 

 ２項営業外収益の中の２目長期前受金戻

入６,８９７万４,０００円は、固定資産の

取得、改良に交付された補助金等を収益化

した額を計上しております。 

 その下の３目、３節その他雑収益の中の

下水道排水施設業務負担金３２９万２,００

０円は、下水道の排水設備の新設や改造の

受付と検定に伴う経費を公共下水道特別会

計から受けるもので、施設担当職員の人件

費の２５％と排水台帳管理システムの負担

金で算出したものでございます。 

 次に、４８４、４８５ページをお開き願

います。 

 収益的支出であります。 

 １款、１項、１目原水及び浄水費５,９３

６万３,０００円は、水源池及び浄水場に係

る維持管理経費を計上しております。前年

度に比較して１３８万７,０００円の増額は、

主に日並浄水場施設等修繕費の増に伴うも

のでございます。 

 １５節委託料の日並浄水場運転管理等業

務委託料は、平成２６年度から委託してお

ります管理業務委託料で３,１６８万円を計

上しております。 

 ２３節薬品費１,２３７万１,０００円は、

凝集剤のポリ塩化アルミニウムや次亜塩素

酸ナトリウムなどの水処理薬品費用を計上

しております。 

 次に、４８６、４８７ページをお開き願

います。 

 ２目配水及び給水費７,２９１万７,００

０円は、職員２名の人件費と田中配水池と

７か所の加圧ポンプ所及び配水管路の維持

管理費用を計上しております。前年度に比

較して２,０９３万５,０００円の増額の主

な内容につきましては、検定期間満了分の

量水器取替え委託料及び材料費の増による

ものでございます。 

 １５節委託料の一番下の行、検定期間満

了分量水器取替委託料１,２２３万円は、量

水器取替えに係る業務委託料で、交換数量

の増により、前年度と比較して９０２万２,

０００円の増であります。 

 １８節修繕料８０８万２,０００円は、配

水及び給水施設の修繕に係る費用で、豊幌
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加圧ポンプ所、加圧ポンプ修繕などを見込

んでおります。 

 ２４節材料費の量水器取替用材料費２,２

３３万円は、量水器取替え１,４３８戸分を

計上しております。 

 次に、４８８、４８９ページをお開き願

います。 

 ３目業務費４,２９３万７,０００円は、

水道使用料の賦課徴収に係る業務担当職員

４名分と会計年度任用職員１名分の人件費、

検針の費用、電算事務経費などを計上して

おります。前年度に比較して９０万２,００

０円の増額の主な内容につきましては、人

件費の増によるものでございます。 

 次に、４９０、４９１ページをお開き願

います。 

 ４目総係費１,６５７万９,０００円は、

水道主幹の人件費と建設水道部長の３か月

分の人件費相当分を給与負担金として計上

しております。 

 中ほどの５目減価償却費、１節有形固定

資産減価償却費の中の一番下のリース資産

２３０万２,０００円は、管路管理システム、

企業会計システム、水道料金システムの固

定資産の割賦払い金をリース資産として計

上しております。 

 次に、４９２、４９３ページをお開き願

います。 

 ２項営業外費用、１目支払利息には、企

業債償還利息２,１１４万１,０００円を含

む利息額を計上しております。 

 ２目消費税、支払消費税１,０００円、３

目雑支出、雑費として過年度還付金２０万

円、３項予備費として５万円を計上してお

ります。 

 次に、４９４、４９５ページをお開き願

います。 

 資本的収入であります。 

 １款、１項、１目企業債４億２,３６０万

円でありますが、第５条、企業債で御説明

させていただきましたとおり、予算工事関

係参考資料で御説明させていただきます。 

 その下の２項、１目国庫補助金８,３８８

万７,０００円は、日並浄水場から田中配水

池までの更新計画のうち、浄水場から田中

の和田様宅前までの基幹管路更新工事、補

助率３分の１と、日並浄水場耐震補強工事、

補助率４分の１の国の生活基盤施設耐震化

等交付金を活用して実施をしようとするも

のでございます。 

 その下の３項、１目一般会計出資金４,３

３０万円は日並浄水場から田中配水池まで

の更新計画のうち、浄水場から和田様宅前

までの基幹管路更新工事と、日並浄水場の

耐震補強工事について、補助金などを差し

引いた残りの額を総務省通知の繰り出し基

準に基づき一般会計から繰り入れるもので

ございます。 

 次に、４９６、４９７ページをお開き願

います。 

 資本的支出であります。 

 １款、１項、１目浄水配水設備費５億３,

８７９万４,０００円は、施設担当職員１名

分の人件費を含む水道管の布設替え及び水

道施設整備に係る経費を計上しているもの

でございます。 

 そのページの中ほどの３７節水道施設整

備事業２億２,８４０万円は、４件の工事を

予定しており、後ほど予算工事関係参考資

料で御説明させていただきます。 

 そのほかとして、２か所の加圧ポンプ所

の計装設備工事を予定しております。 

 その下の水道管路整備事業４,６６０万円

は、後ほど予算工事関係参考資料で御説明

させていただきます。 

 その下の水道施設等耐震化事業浄水場２,

４００万円につきましては、日並浄水場薬

品沈殿池上屋の耐震補強工事を予定してお

ります。後ほど、予算工事関係参考資料で

御説明させていただきます。 

 その下の水道施設等耐震化事業送水管２

億３,３００万円は、昭和５２年に布設され

た送水管で、基幹管路として耐震化が求め

られる重要な管路であり、布設後４０年を
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経過し事業化が可能となったことから、布

設替えを行おうとするもので、後ほど予算

工事関係参考資料で御説明させていただき

ます。 

 その下の２目業務設備費のうち、２節量

水器筐取替費２,４５４万５,０００円は、

２３４個分の設置委託と量水器収納筐代を

計上しております。 

 その下の３目資産購入費、５節工具器具

及び備品４０万７,０００円は、ろ過池の水

質測定機器の購入、７節リース資産３４万

３,０００円は、債務負担行為で購入してい

る管路管理システムと長期継続契約で購入

している土木積算システムを計上しており

ます。 

 その下の２項、１目企業債償還金、１億

５,７７１万５,０００円は、財務省公営企

業金融機構から借り入れた企業債の償還元

金であります。 

 続きまして、予算工事関係参考資料につ

いて御説明いたします。 

 別とじとなっております図面等の参考資

料の６ページをお開き願います。 

 先ほど、資本的支出で御説明いたしまし

た水道施設整備事業であります。 

 図面番号①水道施設等耐震化事業浄水場

２,４００万円は、日並浄水場薬品沈殿池上

屋の耐震補強工事を予定しております。天

井小屋ブレース及び壁ブレースと補強桁の

設置により補強を行うものであります。 

 補助率４分の１、国の生活基盤施設耐震

化等交付金を活用して実施しようとするも

のでございます。 

 図面番号②日並浄水場天日乾燥施設整備

工事で、昭和３７年に緩速ろ過池として整

備した天日乾燥床の透水板や配水路の整備、

ろ過槽のろ過砂や砂利を入れ替えるもので、

３か年計画の最終年で、工事費７６０万円

を予定しております。 

 図面番号③日並浄水場急速ろ過池機械設

備工事で、昭和５５年に設置した機械設備

の更新で、ろ過砂を洗浄する装置一式の更

新工事であります。ろ過池は旧システムの

工事となるため、浄水処理に影響が出ない

よう、４基のろ過池を４か年計画として、

初年度工事２億１,４００万円を予定してお

ります。 

 それから、④、⑤がありますけれども、

場所につきましては、１か所目は田中加圧

ポンプ所計装設備工事で、平成１２年に設

置した加圧調整計を更新する工事で、配水

ポンプの運転を設定した圧力に一定の制御

をするためのもので、工事費３３０万円を

予定しております。場所につきましては、

自衛隊の前の田中配水池にあるポンプ所で

ございます。 

 ２件目は、昭野加圧ポンプ所の計装設備

工事でありますが、平成元年に設置した配

水流量計を更新する工事で、配水量の動向

や異常の有無について監視を行うもので、

工事費３５０万円を予定しております。場

所につきましては、昭野の小谷沢の道道の

縁になります。 

 続きまして、参考資料７ページをお開き

願います。 

 水道管路整備事業であります。 

 老朽化している水道管路について計画的

な布設替えを実施するとともに、道路整備

等に関連した水道管網を整備し、安定的な

給水を図るものでございます。 

 図面番号①右上の町道３６号道路、日並

浄水場から田中、和田様宅前から送水管の

布設替え工事であります。ダクタイル鋳鉄

管、管径３００ミリメートル、延長３,３９

０メートルの布設替えを行い、耐震化を図

るもので、工事費２億３,３００万円を予定

しております。 

 図面番号②町道４１８号、稲美、緑の苑

から東側へ美幌中学校までの路線で、管網

整備のための配水管新設工事であります。 

 管種はポリエチレン管、管径５０ミリメ

ートル、延長１６０メートルの配水管を新

設するもので、工事費１,４２０万円を予定

しております。 
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 図面番号③町道５１０号、新町２丁目、

鳥里道営住宅へ向かう南北の路線で、道路

整備工事に合わせて、管網整備のために配

水管新設工事を行うものでございます。管

種はポリエチレン管、管径５０ミリメート

ル、延長９３メートルの配水管を新設する

もので、工事費４１０万円を予定しており

ます。 

 以降につきましては、老朽管の布設替え

工事であり、工事概要に記載の既設管の布

設年度、新設管種、管径は省略させていた

だき、工事箇所、工事延長、工事金額のみ

説明させていただきます。 

 図面番号④町道６３７号、鳥里１丁目は、

公園通から網走川方面へ向かう東西の路線、

延長１０８メートル、工事費８１０万円を

予定しております。 

 図面番号⑤町道１０７号、青山北は、魚

無川に係る２０号橋の添架管で、延長２５

メートル、工事費１,４００万円を予定して

おります。 

 図面番号⑥町道５０３号道路、新町２丁

目、道路整備工事に合わせて鈴木様宅から

伊藤様宅までの延長７０メートル、工事費

６２０万円を予定しております。 

 以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。 

 再開は、１５時３５分といたします。 

午語 ３時２４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ３時３５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 引き続き、提案者からの説明を求めます。 

 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 議案書は１

８４ページでございます。 

 議案第２３号令和２年度美幌町病院事業

会計予算について御説明を申し上げます。 

 別冊の予算書の５１１ページをお開き願

います。 

 令和２年度の予算計上につきましては、

診療及び施設の維持管理に必要な経常経費

のほか、給与費では、常勤医師８名分の人

件費や病院正面入口駐車帯の改修費、老朽

化した診療施設の修繕費などを計上し、建

設改良費では医療機器の更新等に必要な予

算の計上を行ったところであります。 

 第１条、令和２年度美幌町の病院事業会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条の業務の予定量及び第３条の収益

的収入及び支出の予定額は、それぞれ記載

の人数及び金額を定めるものであります。 

 内容につきましては、実施計画書及び説

明書で御説明申し上げます。 

 次に、５１２、５１３ページをお開き願

います。 

 第４条の資本的収入及び支出の予定額は、

それぞれ記載の金額を定め、資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額１億５３

７万６,０００円は、過年度分損益勘定留保

資金で補塡するものであります。 

 内容につきましては、実施計画書及び説

明書で御説明申し上げます。 

 第５条の企業債につきましては、起債の

目的を医療機器更新等事業とし、起債の限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法を

記載のとおり定めるものであります。 

 この起債につきましては、病院事業債、

元利償還額の２５％、過疎債につきまして

は、元利償還額の７０％が交付税措置され

るものであります。 

 第６条の一時借入金は、一時借入金の限

度額を４億円と定め、第７条の議会の議決

を経なければ流用することのできない経費

として、職員給与費、交際費の額をそれぞ

れ記載のとおり定めるものであります。 

 第８条の他会計からの補助金は、一般会

計補助金につきましては、それぞれ公営企

業会計に対する繰出金としてルール分の繰

入れを、国保会計の直診施設健康管理事業

補助金は、病院が実施する健康管理事業に

対する補助金として計上するものでありま
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す。 

 第９条では、たな卸資産購入限度額を２

億２,６８０万円と定め、第１０条の重要な

資産の取得は、予定価格が７００万円を超

える医療機器の購入として、入院患者の生

体情報を中央で集中監視するセントラルモ

ニターシステム一式を定めるものでありま

す。 

 次に、５１４、５１５ページをお開き願

います。 

 収益的収入及び支出でございます。 

 医業収益では、入院及び外来収益は、常

勤医師８名体制として、令和元年度の診療

実績を踏まえ見込んだ収益を計上しており、

年間患者数及び１日１人当たりの収益額の

見込みにつきましては、それぞれ記載のと

おりでございます。 

 その他医業収益のうち、下から２項目め

の一般会計負担金は、公営企業会計に対す

るルール分の繰入れとして、救急医療の確

保に要する経費は交付税措置額相当分を、

小児救急に要する経費は特別交付税の基準

額より算出した額を、医師確保に要する経

費は医師募集に係る経費分を計上するもの

であります。 

 その他の収益につきましては、それぞれ

記載のとおり所要額を計上するものであり

ます。 

 次に、５１６、５１７ページをお開き願

います。 

 医業外収益であります。 

 一般会計補助金と国保会計補助金は、予

算第８条で御説明しました補助金を計上す

るものでございます。 

 一般会計負担金は、企業会計に対するル

ール分の繰入れとして、それぞれ記載のと

おり基準額を計上しておりますが、そのう

ち、不採算地区病院の運営に要する経費に

つきましては、１億２,７８３万４,０００

円を計上するものでございます。 

 その他の収益は、令和元年度の実績見込

みを踏まえ、それぞれ計上を行うものであ

ります。 

 次に、５１８、５１９ページをお開き願

います。 

 医業費用でございます。 

 給料及び手当等につきましては、医師給

与は、常勤医師８名分を計上し、看護師、

医療技術職及び事務職につきましては、そ

れぞれ記載の人数分を計上するとともに、

令和２年度から始まります会計年度任用職

員の給与費について計上を行うものであり

ます。 

 賞与引当金繰入額につきましては、翌年

度の６月手当支給に係る引当金相当額を計

上するものであります。 

 報酬につきましては、眼科、泌尿器科、

麻酔科の出張医師、休日の日当直を担当す

る非常勤医師の報酬とパートの会計年度任

用職員の報酬につきまして、所要額を計上

するものであります。 

 次に、５２０、５２１ページをお開き願

います。 

 材料費のうち、薬品費、診療材料費、医

療消耗備品費、経費の旅費交通費から印刷

製本費まで、各項目ともそれぞれ所用額を

計上するものであります。 

 次に、５２２、５２３ページをお開き願

います。 

 一番上の修繕費につきましては、その他

施設器具等修繕料の中に、病院正面入口の

駐車帯改修費として７５４万６,０００円を、

病院建物３階の屋上防水塗装補修修繕とし

て２,０８６万円を含め計上するものであり

ます。 

 その下の保険料から諸会費まで、それぞ

れ所要額を計上しておりますが、下から３

項目めの手数料の一番上、医師・薬剤師紹

介手数料につきましては、医療人材を確保

するため、医師２名、薬剤師１名分の紹介

手数料を計上するものであります。 

 次に、５２４、５２５ページをお開き願

います。 

 貸倒引当金繰入額から交際費までは、そ
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れぞれ所要額を計上するものであります。 

 減価償却費及び資産減耗費の各項目につ

きましては、それぞれ所要額を計上するも

のであります。 

 研究研修費の謝金から研究雑費につきま

しても同様に、それぞれ所要額を計上する

ものであります。 

 次に、５２６、５２７ページをお開き願

います。 

 医業外費用の各目、節につきましても、

所要額を計上するものであります。 

 次に、５２８、５２９ページをお開き願

います。 

 資本的収入及び支出でございます。 

 資本的収入では、一般会計出資金は、公

営企業会計に対するルール分の繰入れとし

て、企業債元金償還充当分を計上し、企業

債につきましては、予算第５条で御説明し

ましたとおり、医療機器更新等事業の財源

充当のために、記載のとおり計上するもの

でございます。 

 次に、５３０、５３１ページをお開き願

います。 

 資本的支出でございます。 

 建設改良費では、医療機器更新等事業と

して、第１０条に定めるセントラルモニタ

ーシステムのほか、必要な医療機器の購入

費用を計上するものであります。 

 企業債償還金は、企業債の元金償還分を

計上するものでございます。 

 以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。 

――――――――――――――――――― 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会いたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日は、これで延会するこ

とに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎延会宣告 

○議長（大原 昇君） 本日は、これで延

会いたします。 

       午後 ３時４５分 延会   
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